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要 約  

チアジアジン環を有する殺虫剤である「ブプロフェジン」（CASNo．69327q76・0）  

について、各種評価書等（農薬抄録、JMPRMonograph、米国EPAFederalRegister、  

豪州NRA評価書等）を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（イネ、トマト、  

レタス及びワタ等）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物残留、急性毒性（ラッ  

ト及びマウス等）、亜急性毒性（ラット及びイヌ）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性／発が  

ん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット  

及びウサギ）、遺伝毒性試験等である。   

試験結果から、ブプロフェジン投与による影響は、主に肝臓に認められた。神経毒  

性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。   

各試験で得られた無毒性量の最小値は、ラットを用いた2年間慢性毒性／発がん性  

併合試験の0．90mg／kg／目であったので、これを根拠として、安全係数100で除した  

0．009mg／kg体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  
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Ⅰ．評価対象農薬の概要  

1．用途  

殺虫剤  

2．有効成分の一般名  

和名：ブプロフェジン  

英名：buprofezin（ISO名）   

3．化学名   

IUPAC  

和名∴2一鎚汀サブチルイミノー3－イソプロピルー5－フェニルー1，3，5・チアジアジナン  

t4－オン  

英名：2－teZ・t・butylimino－3－isopropyl－5－phenyl－1，3，5－thiadiazinan  

－4・One   

CAS（No．69327・76－0）  

和名：2一【（1，1－ジメチルエチル）イミノ］テトラヒドロ廿（1一メチルエチル）－5  

－フェニル・4月ニ1，3，5－チアジアジンー4－オン  

英名：2－［（1，1－dimethylethyl）imino］tetrahydro・3N（1－methylethyl）・5  

－Phenyl－4Hl，3，5－thiadiazin－4－One  

4．分子式  

C16H23N30S   

6．構造式  

5．分子主  

305．44  

q、 夕日（CH3）2  

紗こ妄         N 
C（CH3）3  

7．開発の経緯   

ブプロフェジンは、1977年に日本農薬株式会社により開発されたチアジアジン環を   

有する殺虫剤である。作用機構は脱皮異常による巌幼虫作用及び産下卵の不肺化であ   

る。我が国では1983年に初回農薬登録がなされて以来、イネ、野菜、果樹、茶等   

を対象に登録されている。海外でも使用されており、2007年6月現在、世界88   

カ国で登録されている。ポジティブリスト制度導入に伴う暫定基準値が設定さ   

れている。また、魚介類への残 留基準値の設定が申請されている。  
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Ⅱ．安全性に係る試験の概要   

農薬抄録（2007年）、JMPRMonograph（1991年）、米国EPAFederalRegister  

（200ト2006年）及び豪州NRA評価書（2001年）等を基に、毒性に関する主な   

科学的知見を整理した。（参照8…14）   

各種運命試験［Ⅱ．1～4］は、ブプロフェジンのフェニル環炭素を14Cで均一に  

標識したもの（14C－ブプロフェジン）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物  

濃度は特に断りがない場合ブプロフェジンに換算した。代謝物／分解物等略称及び  

検査値等略称は別紙1及び2に示されている。  

1．動物体内運命試験  

（1）血中濃度推移  

SDラット（一群雄3～4匹）に、14C－jプロフェジンを10mg／kg体重（低用   

量）または100mg／kg体重（高用量）で単回経口投与し、血中濃度推移について   

検討された。  

血中放射能濃度推移は表1に示されている。  

ブプロフェジンは投与後速やかに吸収され、低用量及び高用量投与群ともに、   

血中濃度は投与9時間後に最高値に達し、以降は投与24時間後までは急速に、そ   

の後は緩やかに減衰する二相性の減衰が認められた。（参照8）  

表1血中放射能濃度推移  
パラメーター   低用量   高用量   

Tm弧（時間）   9   9   

Cm。Ⅹ（いg／g）   1．16   13．8   

Tl／2（時間）（分布相：投与後9～24時間）   13   13   

Tl／2（時間）（消失相：投与後24～96時間）   60   60   

（2）排泄  

SDラット（一群雄2～3匹）に14Cブプロフェジンを低用量または高用量で単   

回経口投与、SDラット（一群雌雄各5匹）に14C－ブプロフェジンを低用量また   

は高用量で単回経口投与、SDラット（雄5匹）に14C－ブプロフェジンを高用量   

で単回経口投与し、排泄試験が実施された。  

尿、糞及び呼気中排泄率は表2に示されている。  

いずれの投与群においても、経口投与されたブプロフェジンは速やかに糞中及   

び尿中に排泄され、投与後96時間で総投与放射能（TAR）の96％が排泄された。   

主要排泄経路は糞中であり、排泄パターンに雌雄差はみられなかった。（参照8）  
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表2 尿、糞及び呼気中排泄率（％TAR）  

投与後96時間  
投与後168時間  投与後  

（呼気のみ投与後48時間）  72時間  
試料  

低用量  高用量   低用量  高用量  高用量  

雄   雄   雄   雌   雄   雌   雄   

尿   21．9   25．2   20．9   13．4   21．7   14．6   12．9   

糞   74．0   70．5   72．8   79．2   72．8   85．1   79．0   

呼気   0．21   0．21   0．40   0．08   0．18   0．10  

（3）胆汁中排泄  

胆管カニューレを挿入したSDラット（雄2匹）に、14C－ブプロフェジンを低   

用量で単回経口投与、同様に胆管カニューレを挿入したSDラット（雌雄各3匹）   

に、14Cブプロフェジンを低用量で単回経口投与し、胆汁中排泄試験が実施され   

た。  

雄のSD ラットを用いた試験では、投与後24時間の胆汁中排泄は31．7～   

38．4％mであった。雌雄のSDラットを用いた試験では、投与後24時間の胆   

汁中排泄は雄で29．8％m、雌で38．2％TARであり、尿中排泄は雄で5．5％m、   

雌で2．6％TAR、糞中排泄は雄で34．0％TAR、雌で19．0％TARであった。（参照8）  

（4）体内分布  

SDラット（一群雄4匹）に14C－ブプロフェジンを低用量または高用量で単回   

経口投与、SDラット（一群雌雄各5匹）に14C－ブプロフェジンを低用量または   

高用量で単回経口投与、SDラット（雄5匹）に14C－ププロフェジンを高用量単   

回経口投与して、臓器・組織中放射能濃度が測定された。また、SDラット（雄5   

匹）に14C－ブプロフェジンを低用量単回経口投与して、全身オートラジオグラフ   

イー（ARG）による分析が行われた。  

雄のSDラットを用いた試験では、投与量にかかわらず、いずれの臓器・組織  

中の放射能濃度も投与5～9時間後に最高値に達した。低用量投与群では肝臓   

（11．2ドg／g）で最も濃度が高く、次いで脂肪、副腎、腎臓で高かった。高用量投   

与群では、脂肪（115膵／g）及び肝臓（85．5膵／g）で高濃度であった。投与96   

時間後にはいずれの臓器及び組織においても放射能は大きく減衰した。各臓器・   

組織における減衰には、血液中と同様に二相性が認められた。  

ARG分析では、投与5時間後に全身の放射能は最大値を示し、胃及び腸管に   

最も高い放射能がみられ、次いで肝臓、脂肪、肺、血液で高かった。その後体内   

放射能は著しく減衰し、投与96時間後に体内に残存した放射能は4％m以下   

であった。  

雌雄のSDラットを用いた試験における投与168時間後の臓器・組織中残留放   

射能濃度は、雌雄ともに肝臓、甲状腺及び血球で比較的高かった。これらの臓器・   

組織中に分布した放射能濃度は低用量投与群で0．14～0．36膵／g、高用量投与群で   



1．83～2．34トIg／gであったが、最高値を示した肝臓においても残留放射能は  

0．2％TAR以下であった。   

雄のSDラットに高用量を投与した試験における投与72時間後の臓器・組織  

中の総残留放射能は、1．0％TAR以下であった。最大残留放射能濃度は肝臓（7．15  

ドg／g）に認められ、次いで甲状腺（1．64ドg／g）、血液（1．55膵／g）で高かった。（参  

照8）  

（5）代謝物同定・定量  

前述の排泄試験【1．（2）、（3）］で得られた尿、糞及び胆汁を試料として、代謝物   

同定・定量試験が実施された。  

糞中の主要成分は親化合物であり、低用量投与群の雄に串ける投与後24時間   

の糞中で11．6％TAR、高用量投与群の雄における投与後48時間の糞中では   

45．4％TAR検出された。代謝物としてB（クーヒドロキシ体）、C（ジヒドロキシ体）   

の硫酸抱合体、D（メトキシヒドロキシ体）、E（スルホキシド体）、G（IPU）、H   

（ニグヒドロキシIPU）、J（2，4－ジオン体）、R（ウレイドプロピオン酸体）が少量   

（7．2％TAR以下）認められた。尿中では親化合物は検出されず、代謝物としてC   

の硫酸抱合体、G、H、L（p－ヒドロキシPAA）、Rが5％TAR未満検出された。   

胆汁中にはC、Cのグルクロン酸抱合体及びGが検出された。  

胆汁中にはグルクロン酸抱合体が認められ、糞中にはグルクロン酸抱合体が認   

められなかったことから、胆汁を介して腸管内に排泄された抱合体は腸管内で脱   

抱合されることが示唆された。  

主要代謝経路は、フェニル環の水酸化、土田サブチル基の酸化、チアジアジン環   

イオウの酸化及びチアジアジン環の開裂であり、多くの高極性代謝物を生成し、   

これらがさらに抱合を受ける経路と考えられた。（参照8）  

2．植物体内運命試験  

（1）イネ  

6～8菓期のイネ（品種：金南風）を用いて、水耕栽培及び土耕栽培による植   

物体内運命試験が実施された。水耕栽培では、14Cブプロフェジンを1．13mg／L  

の用量で水耕液に添加し、処理16時間～92日後にイネ体を採取した。土耕栽培   

では、14C－ブプロフェジンを400gai／haの用量で田面水に添加し、処理16時間   

（一119日後（収穫期）にイネ体を採取した。また、水耕栽培では処理16時間～   

92日後、土耕栽培では処理16時間～128日後にARG分析が実施された。  

生育初期のイネ体各部における残留放射能分布は表3に、土耕栽培のイネ体各  

部における残留放射能分布は表4に示されている。  

水耕液及び土壌中の放射能は速やかに吸収され、処理16時間後には葉鞘下部   

に主として分布し、時間の経過と共に葉身へ移行した。イネ体の生長とともに茎   

葉部全体に放射能が分布し、水耕栽培の処理92日後の時点で穂にも放射能の分  
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布が観察された。土耕栽培においても同様の傾向が観察され、処理119日後の玄  

米中に総残留放射能（TRR）の0．13％（0．02mg／kg）が検出された。   

水耕栽培及び土耕栽培ともに酢酸エチル画分に回収される非極性代謝物が経時的  

に減少し、非抽出画分が増加した。極性代謝物が主体と考えられるメタノール画分  

は試験期間を通じてほぼ一定の割合であった。土耕栽培における収穫期の穂部では  

放射能の大部分が非抽出画分に存在したことから、ブプロフェジン及び非極性代謝  

物の存在は極めて少ないと考えられた。   

土耕栽培の菓身及び菓鞘中のブプロフェジンの残存量は、処理7 日後で  

16．4％TRRであったが、処理119日後では0．8％TRRに減衰した。代謝物として  

B、E、F（ビウレット体）及びGが同定されたが、生成量は5％TRR未満と少な  

かった。土耕栽培の収穫期における玄米中放射能量が少ないために代謝物分析は  

実施されなかったが、玄米中の抽出性画分は0．13％TRRであったことから、ブプ  

ロフェジン及び非極性代謝物も僅かであると考えられた。（参照8）  

表3 生育初期のイネ体各部における残留放射能分布（％TRR）  

部位   
水耕栽培  土耕栽培  

処理16時間後  処理15日後  処理16時間後  処理11日後   

葉身   17．4   54．5   13．3   44．9   

．葉鞘上部   22．0   26．4   20．2   28．7   

菓鞘下部   60．6   19．1   66．5   26．4   

表4 土耕栽培のイネ体各部における残留放射能分布（％TRR）  

部位   
処理7日後  処理119日後  

抽出性放射能  非抽出性放射能  抽出性放射能  非抽出性放射能   

菓身   31．0   20．5   13．9   38．3   

菓鞘   14．2   34．2   6．6   37．7   

玄米  0．13（0．02）   1．52．（0．18）   

もみ殻  0．14（0ニ25）   0．65（0．47）   

花軸  0．09（0．07）   0．83（0．62）   

合計   45．2   54．7   20．9   79．0   

（）内：放射能濃度（mg／kg）  

（2）5植物種における代謝比較試験   

14C－ブプロフェジンを0．3mg几の用量で水耕液に添加し、イネ（3～5葉期；品   

種：金南風）、タイヌビエ（3菓期）、トマト（4葉期；品種：ボンテローザ）、大   

豆（2葉期；品種：グリーンホーマー）及びはくさい（2～3菓期；品種：愛知）   

の幼植物を水耕栽培して、代謝比較試験が実施された。試料は処理0．5、1、2、4   

及び8日後に茎葉部及び根部を採取し、ARG及び放射能分析が行われた。  

各植物の各部における残留放射能濃度は表5に示されている。  

ARG分析において、はくさいでは処理1日後に、他の植物では処理2日後に   

植物体全体に放射能分布が認められた。処理4日後の放射能濃度は、はくさいで  
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最も高かった。いずれの植物種においても代謝は質的に同等であると考えられ、  

主たる代謝部位は、フェニル環4位の水酸化とチアジアジン環イオウの酸化であ  

った。   

主要代謝物として、5種類の植物に代謝物B、E及びFが認められ、イネ及び  

はくさいではGも微量検出された。．また、高極性代謝物には、ブプロフェジンの  

グルコース抱合体の存在が示唆された。（参照8）  

表5 水耕液処理4日後の各植物の各部における残留放射能濃度（mg／kg）  

部位   イネ   タイヌビェ   トマト   大豆   はくさい   

茎葉部   0．623   0．633   0．253   0．319   1．20   

根部   6．13   5．27   5．51   2．04   16．7   

（3）トマト   

14Cブプロフェジンを果実1個当り42．5ト1gの用量で、種々の熟成段階にあるト   

マト（品種：Marathon）の果実表面に塗布して植物体内運命試験が実施された。   

試料は処理1時間後、1日、3日及び7日後に果実を採取した。  

ARG分析では処理1時間後で放射能の殆どが果実表面に存在した。7日後に   

おいても大半が表面に存在したが、一部が果実内部に浸透した。種子内部への浸   

透はみられなかった。  

処理7日後の果実における残留放射能は主として果実表面の洗浄液に分布し、   

洗浄液で0．19mg／kg、果実で0．092mg／kgであった。果実の放射能の大半は果   

皮にとどまり、果肉内部への移行は極わずかであった。検出された放射能の大部   

分が親化合物であり、洗浄液で75．3％TRR、果実で14．8％TRR検出された。（参   

照8）  

（4）レタス   

14Cブプロフェジンを1，740gainla（最大慣行量に相当）の用量で、レタス（品   

種：Black－SeededSimpson）に12日間隔で2回散布して植物体内運命試験が実施   

された。試料は最終散布14日後（移植65日後）に採取した。  

葉レタス全体の残留放射能濃度は42．6mg／kgであった。残留放射能の大部分が   

菓表面に存在（88．6％TRR）し、葉表面から内部への浸透はわずかであった。植   

物体及び土壌表面からの拝発性成分の放射能量は、処理14日後においても極微量   

（0．4％TRR）であった。表面洗浄液及び有機溶媒可溶性残留液の大部分が親化   

合物であり（89．3％TRR）、葉表面に存在したと考えられた。代謝物としてG、J   

及びQ（アロファネート体）が同定され、高極性未同定代謝物も検出されたが、   

いずれも1％TRR未満であった。（参照8）  
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（5）ワタ   

14C－ブプロフェジンを1，710ga〟ha（最大慣行量に相当）の用量で、ワタ（品   

種：DeltaPine50）に42日間隔で2回散布して植物体内運命試験が実施された。   

試料は処理27日後（成熟期）にワタ植物体を採取し、残漆（gintrash）と綿実   

に分離した。  

成熟期に採取した残波及び綿実の残留放射能は、それぞれ15．6及び0．37mg／kg   

であった。残波及び綿実のいずれにおいても、残留放射能の大部分は植物体表面   

に留まり、その殆どが親化合物（58．8～59．1％TRR）であった。代謝物として、   

G、J及びQが検出されたが、残渡ではいずれも約6％TRR未満、綿実ではいずれ   

も1．5％TRR未満であった。（参照8）  

3．土壌中運命試験  

（1）好気的土壌中運命試験  

洪積・シルト質埴壌土（水田：大阪）及び洪積・砂壌土（畑地：愛媛）に、14C－   

ブプロフェジンを2．5mg／kg土壌の用量で添加し、25℃で最長150日間インキ  

ュべ－卜して、好気的土壌中運命試験が実施された。  

ブプロフェジンの推定半減期は、大阪土壌で220日、愛媛土壌で80日であっ  

た。土壌抽出液中の放射能の大部分は親化合物であり、処理150日後において大  

阪土壌で総処理放射能（TAR）の64．1％、愛媛土壌で30．5％TAR検出された。   

主要分解物としてB、E、F及びGが同定され、さらに多種の未同定分解物も検  

出されたが、5％TARを超える分解物はなかった。処理150日後の揮発性有機物  

の生成量は、大阪土壌及び愛媛土壌で0．7％TAR及び3．1％TARであった。（参  

照8）  

（2）好気的湛水土壌中運命試験  

洪積丁シルト質埴壌土（大阪）、沖積・シルト質埴壌土（愛媛）及び火山灰・   

シルト質壌土（栃木）の3種類の水田土壌を、好気的湛水条件（水深1．5cm）   

で25℃、2週間プレインキュベート後、14C・ブプロフェジンを1．6mg／kg土壌の   

用量で添加し、25℃で最長150日間インキュべ－トして、好気的湛水土壌中革命   

試験が実施された。また、大阪土壌における14C一ブプロフェジンの二酸化炭素へ   

の分解生成量が測定された。  

ブプロフェジンの推定半減期は、大阪土壌で110日、愛媛土壌で95日、栃木   

土壌で150日であった。水及び土壌抽出液中の放射能の大部分は親化合物であり、   

処理150日後の3種土壌において36．1～53．0％m検出された。主要分解物と   

してB、F、G及びJが同定され、さらに多種の未同定分解物も検出されたが、5％   

TARを超える分解物はなかった。  

ブプロフェジンは、好気的湛水条件下で二酸化炭素へと分解された。大阪土壌   

における二酸化炭素の生成量は経時的に増加し、処理後150日で17．4％TARに  
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達した。（参照8）   

以上のことから、ブプロフェジンは、土壌中においてフェニル環の水酸化及び  

チアジアジン環の酸化、チアジアジン環の開裂等の分解を受けて、緩やかである  

が経時的に減衰し、特に好気的湛水条件下では二酸化炭素の生成が顕著であり、  

無機化されると考えられた。  

（3）土壌吸着試験  

4種類の国内土壌（軽埴土：北海道、軽埴土：新潟及び茨城、砂壌土：鹿児島）   

を用いて、土壌吸着試験が実施された。  

鹿児島土壌を除く3種類の土壌では土壌吸着性が強く、高次試験の実施は不可   

能であった。鹿児島土壌におけるFreundlichの吸着係数Kadsは39．1であり、有   

機炭素含有率により補正した25℃での吸着係数Kocは2，230であった。（参照8）  

4．水中運命試験  

（1）加水分解書式験   

14CブプロフェジンをpH5（酢酸緩衝液）、PH7（リン酸緩衝液）及びpH9（ホ  

ウ酸緩衝液）の各緩衝液に0．32mg瓜の用量で添加し、25±1℃の暗所で30日間イ  

ンキエペ－卜して加水分解試験が実施された。  

pH5、PH7及びpH9における推定半減期は、それぞれ51日、378日及び   

396日であった。ブプロフェジンはpH5の酸性条件下で加水分解されやすく、  

主要分解物として0（チオビクレット体）が30日後に最大で19％TAR検出され  

た。その他に0がさ・らに分解を受けたと考えられるF及びGが同定されたが、  

いずれも10％TAR未満であった。中性及びアルカリ性条件下では、30日後でも   

親化合物が90％TAR以上検出され、ブプロフェジンは安定であると考えられた。  

（参照8）  

（2）水中光分解試験（自然水：フミン酸溶液）   

14Cブプロフェジンを自然水（pH7のリン酸緩衝液にフミン酸ナトリウムを溶   

解して調製したフミン酸溶液）に0．193mg几の用量で添加し、25±2℃で6日   

間キセノン光照射（光強度：528W／m2、波長：300～800nm）して水中光分解   

試験が実施された。  

ブプロフェジンは、照射6日後（太陽光換算で32．0日）には74．7％TARに減   

衰し、自然水中での推定半減期は13．7日（東京春の太陽光換算値：73日）であっ   

た。主要分解物としてN（フェニルホルムアミド）が生成され、6日後に最大で   

4．9％mR検出された。その他の分解物としてE、F、J、M（脱イソプロピル体）   

及び5種類の未同定分解物が検出されたが、いずれも微量であった。暗条件下で   

はいずれの分解物も生成されなかった。（参照8）  
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（3）水中光分解試験（蒸留水）   

14C－ブプロフェジンを蒸留水に0．1mg／Lの用量で添加し、自然太陽光下で30   

日間照射して水中光分解試験が実施された。  

ブプロフェジンは、照射30日後には55％mに減衰し、太陽光下の蒸留水中   

での推定半減期は33日であった。主要分解物としてNが生成され、30日後に   

最大で9．7％mR検出された。暗条件下でも分解物Nが検出されたが、太陽光   

照射で生成が促進された。その他の分解物としてB、E、F、G、Ⅰ（フェニルウ   

レア）、J、M及び0が微量検出された。（参照8）  

（4）水中光分解試験（自然水：池水）  

非標識ブプロフェジンをpH7．3の自然水（池水：大阪）に0．202mg几の用量   

で添加し、25±3℃で7日間キセノン光照射（光強度：15．9～22．1W／m2、波長：   

280～500nm）して水中光分解試験が実施された。  

ブプロフェジンは、照射7日後には70．4％TARに減衰し、池水における推定   

半減期は14日であった。暗条件下では分解はみられなかった。（参照8）  

5．土壌残留試験   

沖積・埴壌土（和歌山、愛媛）、火山灰・埴壌土（茨城、神奈川）、火山灰・壌土   

（栃木）、洪積・埴壌土（愛媛）及び火山灰・埴土（茨城）を用いて、 ブプロフェ   

ジンを分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及び圃場試験）が実施された。   

推定半減期は表6に示されている。（参照8）  

表6 土壌残留試験成績（推定半減期）  

試験  濃度   土壌   ブプロフェジン   

沖積・埴壌土   102日  

容  
火山灰・埴土   180日  

器  1．6mg／kga  

内  
沖積・埴壌土   86日  

試  火山灰・壌土   69日  

験   
畑状態   

洪積・埴壌土   25日  
2．5mg／kga  

火山灰・埴壌土   90日   

沖積・埴壌土   127日  
1，600gai几ab  

火山灰・埴壌土   162日  
圃  

場  沖積・埠壌土   38日  

試  
1，600ga此ac  

火山灰・壌土   19日  

験   
洪積・埴壌土   99日  

畑状態  2，500gai几ad  
火山灰・埴壌土   71日   

a：純晶、b：4％粒剤、C：50％水和剤、d：25％水和剤  
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6．作物等残留試験  

（1）作物残留書式験  

ブプロフェジンを分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。結果は別  

紙3に示されている。 ブプロフェジンの最大残留値は、最終散布7日後に収穫  

した茶（荒茶）の73．6mg／kgであった。（参照8）  

（2）魚介類における最大推定残留値  

ブプロフェジンの公共用水域における予測濃度である水産動植物被害予測濃   

度（水産PEC）及び生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値が算   

出された。  

ブプロフェジンの水産PECは0．22巨g几、BCF（試験魚種：ブルーギル）は476、   

魚介類における最大推定残留値は0．524mg／kgであった。（参照16）  

7．後作物残留試験   

ブプロフェジンの2％粒剤を800ga〟haの用量で4回湛水散布した後、2％粉剤  

DLを800gaiノhaの用量で2回散布した水稲圃場でのだいこん（根、葉部）及び小   

麦（玄麦）の後作物残留試験が実施された。結果は表7に示されている。いずれの   

作物においても、ブプロフェジンの残留値は定量限界未満（＜0．01mg／kg）であっ   

た。（参照8）  

表7 後作物残留試験成績  
前作  残留値（mg／kg）   

作物名  作物名㈱  実施年度  試験 圃場  
鮮度   数   

（日）  最高値  平均値   

6   
だいこん（根部）   

2（カ5年度   

191   ＜0．01   ＜0．01  

水稲  
6   

だいこん（葉部）   

2∝）5年度   2005年度   
191   ＜0．01   く0．01  

6   
小麦（玄麦）  

2（刀5年度   
1   244   ＜0．01   ＜0．01   

a：2％粒剤（4回湛水散布）、b：2％粉剤DL（2回散布）  

8．乳汁移行試験   

ホルスタイン種の泌乳牛（一群2頭）に、ブプロフェジンを0、400及び4，000mg／   

頭／日の用量（稲わら残留量から推定される摂取量の6～60倍量に相当）で28日間   

連続経口投与し、乳汁移行試験が実施された。   

400mg／頭／日投与群では、試験期間を通してブプロフェジンの残留値は定量限界   

未満（＜0．01mg／kg）であった。4，000mg／頭／日投与群では、投与21日に最大で   

0．04mg／kgのブプロフェジンが乳汁中に検出されたが、最終投与3日後には定量  
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限界未満（＜0．01mg／kg）となった。（参照8）  

9．一般薬理試験   

ブプロフェジンのラット、マウス、ウサギ及びモルモットを用いた一般薬理試験   

が実施された。結果は表8に示されている。（参照8）  

表8 一般薬理試験概要  
投与量  

試験の種類   動物種  動緻 ／群   血亦g体重 （投与経路）   

無作用量  

極g体重   
結果の概要   

t（XDrn密kg体重以上で  

0、100、300、  自発弧尿量、糞  
一般状態  ddマウス  雄5   1，000、3，000 300   1，000‾    量増加傾向、3，∝X）  

（経口）  m亦g体重で握力減少  

傾句  

中  
0、300、1，000  1′、ゼ時間後に睡眼粥間  

（経口）  

300  
延昆  

枢  

神  
0、3、10、30，  

100、300  30   
2哺撒こ100m碧kg体  

経  
（経口）  

100  
丑畑持閉廷長  

系  
0、10、30、100、  亜職こ訓IT挑g  

300、1，000  100   300  体重以上で睡眠時間短  

（経口）  縮  

0、300、1，000、  

体温   ddマウス  5  3，000  300   
t∝X）叫兆g体重払ヒで  

（経口）  

1，000   2へ8時間衡こ1．5℃下降   
呼  

吸  

0、1、3、10、30  
循 環  10   

訓mが唱体象印I切抑  

（静脈内）  
30  

侍幽圧低下   

器  

系   

0、600、1，000  
1，000  

小腸炭末輸   ddマウス   
（経口）  

送能  
雄5  影響なし  

1，000、3，000  3，000  

（経口）  

消   
10－5、10■4  

雄  g／mL  
10－4   自動車坑進筋緊張上  

化   
器  （血l魂  

g／mL  昇  

系  
10－5、10‘4  

ACh及びニコチリこよ  

Hartley  
雄  g／mL  

10’4  る最大収縮を僅かに抑  
㈱稲築    モルモット  
瓜  

g／mL    制、ニコチHこよる収縮  
（血助  

伽断［傾向  

晰泌  SDラット   雄  0、3、10、30  
30  

4～5  （静脈内）  
影響なし   

腎  0、100、300、  

機  SDラット  雄5  1，000  300   1，000   
t（X氾m亦g体重で尿量  

（経口）  

低下   
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ー：作用畳または無作用量が設定できない。  

10．急性毒性試験  

ブプロフェジンのラット、マウス、ハムスター及びウサギを用いた急性毒性試   

験、代謝物B及び原体混在物（IBTU）のラットを用いた急性毒性試験が実施さ   

れた。結果は表9に示されている。（参照8、9、14）  

表9 急性毒性試験概要  

投与経路   動物種   
LD50（mg／kg体重）  

雄   雌   
観察された症鱒  

自発運動低下、流涙、軟便  

Fischerラット  
死亡動物に十二指腸潰瘍  

雌雄各10匹   
2，200   2，360  （一部穿孔性潰瘍）  

生存動物に十二指腸（穿孔  

部位）と肝癒着  

自発運動低下、流i延、流涙、  

SDラット   
1，640   

尿失禁、下痢、被毛汚染  

経口  
雌雄各10匹  

2，020  
死亡動物に十二指腸潰瘍  

（一部穿孔性潰瘍）  

症状及び死亡例なし  
ICRマウス  

＞10，000   
雌雄各10匹  

＞10，000  （生存動物の雄1例に  

十二指腸潰瘍）  

ゴールデンソ＼∠⊥スタ  

＞10，000  症状及び死亡例なし  

雄10匹  

（体  
日本白色種ウサギ  雄2匹   ＞5，000  症状及び死亡例なし  

経皮1）   
Fischerラット  

雌雄各10匹   
＞5，000   ＞5，000  症状及び死亡例なし  

Fischerラット  

雌雄各10匹   
＞10，000   ＞10，000  症状及び死亡例なし  

皮下  
ICRマウス  

＞10，000   
雌雄各10匹  

＞10，000  症状及び死亡例なし  

Fischerラット  
症状及び死亡例なし  

雌雄各10匹   
＞10，000   ＞10，000  （生存動物に肝腫大、  

腹腔内  
牌腫、肺点状出血）  

症状及び死亡例なし  
ICRマウス  

＞10，000   
雌雄各10匹  

＞10，000  （生存動物の雌雄に  

肝腫大）  

Fischerラット   LC50（mg／L）  肺に散在性暗赤色斑  
吸入2）  

雌雄各10匹   ＞4．57   ＞4．57   雌1例死亡   

経口   
SDラット   

＞5，000   
自発運動低下、下痢  

B  
止堆雄各10匹  ＞5，000          死亡例なし  
SDラット  

経皮  
雌雄各10匹   

＞5，000   ＞5，000  症状及び死亡例なし   

甘U  経口   SDラット   268   154   自発運動低下、流ミ延、流涙、   
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注）溶媒として1）は蒸留水を、2）はホワイトカーボンを、それ以外はオリーブ油を用いた。  

11．眼■皮膚lこ対する刺激性及び皮膚感作性試験  

日本白色種ウサギ、NZWウサギ及びHartleyモルモットを用いた眼一次刺激   

性試験、NZWウサギ及びHartleyモルモットを用いた皮膚一次刺激性試験が実   

施された。NZWウサギの眼及びHartleyモルモットの皮膚に対して軽度の刺激   

性が認められた以外は、眼及び皮膚に対する刺激性は認められなかった。  

Hartleyモルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization法）及びCBAマ   

ウスを用いた皮膚感作性試験（局所リンパ節法）が実施されており、いずれの試   

験結果も陰性であった。（参照8）  

12．亜急性毒性試験  

（1）90日間亜急性毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各10匹）を用いた混餌（原体：0、40、200、1，000及   

び5，000ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表10に示されている。   

1，000ppm投与群の雌では、投与期間を通じて体重増加抑制傾向がみられ、こ   

の変化は検体投与の影響と考えられた。  

本試験において、200ppm以上投与群の雄にGlu減少が、1，000ppm以上投与   

群の雌に肝比重量1）増加等が認められたので、無毒性量は雄で40ppm（3．4mg／kg   

体重／日）、雌で200ppm（16．3mg／kg体重／日）であると考えられた。（参照8）  

表10 90日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌 

5，000ppm   ・体重増加抑制、摂餌量減少   ・体重増加抑制  

・Ht、Hb、RBC減少   ・Ht減少  

・AfTT延長   ・APTT延長  

・TG減少   ・Glu、TG減少  

・TChol、pL増加   ・T．Chol、PL増加  

・カルシウム、無機リン、TP増加   ・カルシウム、TP増加  

・Alb、α1－及びβ－Glob増加   ・封b、α2－、α3一及びβ－Glob増加  

・肝絶対・比重量、甲状腺絶対重量増加  ・肝絶対重量、甲状腺絶対・比重量増加  

・牌絶対・比重量減少   ・牌絶対・比重量減少  

・肝腫大   ・甲状腺腫大  

・′」、葉中心部及び中間帯肝細胞肥大   ・小葉中心部及び中間帯肝細胞肥大  

・下垂体前葉好塩基細胞の空胞化 ・肝細胞核、核小体肥大   

1）体重比重量を比重量という（以下同じ）。  
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・肝細胞巣状壊死   

ppm以上  ・甲状腺比重量増加   ・摂餌量減少  

・甲状腺腫大   ・α1－及びβ－Glob増加  

・肝細胞核、核小体大型化   ・肝比重量増加  

・甲状腺濾胞上皮細胞の増生、丈の増加  

∴下垂体前葉好塩基細胞の増加   

pm以上  ・Glu減少   200ppm以下  

毒性所見なし   毒性所見なし   

（2）90日間亜急性毒性試験（イヌ）  

ビーグル犬（一群雌雄各4匹）を用いたカプセル経口（原体：0、2、10、50   

及び300mg／kg体重／日）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた主な所見は表11に示されている。  

本試験において、50mg／kg体重／日以上投与群の雌雄に肝絶対・比重量増加等   

が認められたので、無毒性量は雌雄とも10mgノkg体重／日であると考えられた。   

（参照8、9、10、14）  

表1190日間亜急性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

300   ・鎮静、軽度歩行失調、軽度腹部膨満  ・鎮静、軽度歩行失調、軽度腹部膨満   

m蔓兆g体番目   ・体重増加抑制、摂餌量減少   ・体重増加抑制、摂餌量減少  
・M増加   ・PT延長、  

・腎絶対・比重量増加   ・ALP、M増加  

・好酸性変異肝細胞巣   ・腎、甲状腺比重量増加   

50   ・A⊥P増加   ・肝絶対・比重量増加   

m密kg体番目以上  ・肝、甲状腺絶対・比重量増加   ・肝細胞細胞質の均質化  

・肝細胞細胞質の均質化   ・好酸性変異肝細胞巣   

10  毒性所見なし   毒性所見なし   

m妨g体罫日以下  

（3）90日間亜急性神経毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各10匹）を用いた混餌（原体：0、50、500及び5，000ppm）   

投与による90日間亜急性神経毒性試験が実施された。  

5，000ppm投与群の雌雄に体重増加抑制、雄に摂餌量の減少が認められた。500   

ppm投与群の雄においても体重増加抑制傾向がみられ、検体投与の影響と考えら   

れた。  

本試験において、500ppm以上投与群の雄に体重増加抑制が、5，000ppm投   

与群の雌に体重増加抑制が認められたので、無毒性量は雄で50ppm（3．5mg／kg   

体重／日）、雌で500ppm（42．8mg／kg体重／目）であると考えられた。神経毒性は   

認められなかった。（参照8）  
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（4）24日間亜急性経皮毒性試験（ラット）  

SDラット（主群：一群雌雄各5匹、2週間回復群：対照群及び最高用量群雌   

雄各5匹）を用いた経皮（原体：0、100、300及び1，000mg／kg体重／日、6時   

間／日）投与による24日間亜急性経皮毒性試験が実施された。   

1，000mg／kg体重／日投与群において、試験部位の皮膚にわずかな病理組織学的   

変化（雄：皮膚の有兢細胞離開及び角化冗進、雌：軽度炎症性反応）が認められ   

たが、いずれも有意な毒性学的影響を示すものではないと考えられたので、無毒   

性量は雌雄とも1，000mg／kg体重／日であると考えられた。（参照8）  

13．慢性毒性試験及び発がん性試験  

（1）2年間慢性毒性試験（イヌ）  

ピーグル犬（一群雌雄各6匹）を用いたカプセル経口（原体：0、2、20及び   

200mg／kg体重／目）投与による2年間慢性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表12に示されている。  

本試験において、20mgrkg体重／日以上投与群の雌雄でALP増加等が認めら   

れたので、無毒性量は雌雄とも2mg肱g体重／日であると考えられた。（参照8、  

9、10、14）  

表12 2年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

200mg／kg体重／日   ・甲状腺比重量増加   ・体重増加抑制  

・M増加  

・T4減少  

・甲状腺比重量増加  

・小葉周辺性肝細胞肥大   

20mg／kg体重／日以上   ・ALP増加   ・A⊥P増加  

・小葉周辺性肝細胞肥大   ・肝絶対二比重量増加  

・胆管増生   ・胆管増生   

2mg／kg体重／日   毒性所見なし   毒性所見なし   

（2）2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各55匹）を用いた混餌（原体：0、5、20、200及び2，000   

ppm）投与による2年間慢性毒性／発がん性併合試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表13に示されている。  

本試験において、200ppm以上投与群の雌雄に甲状腺ろ胞上皮細胞の肥大及び   

増生が認められたので、無毒性量は雌雄とも20ppm（雄：0．90mg／kg体重／日、   

雌：1．12mg／kg体重／日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参   

照8、9、10、14）  
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表13 2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

2，000ppm   ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・肝、甲状腺腫大   ・肝絶対・比重量増加  

・肝絶対・比重量増加   ・甲状腺絶対・比重量増加  

・小葉中心性肝細胞肥大   ・小葉中心性肝細胞肥大  

・C細胞増生   ・C細胞増生   

200ppm以上   ・甲状腺ろ胞上皮細胞肥大及び増生  ・甲状腺ろ胞上皮細胞肥大及び増生   

20ppm  毒性所見なし  毒性所見なし   

（3）2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）における肝臓及び甲状腺の病理組   

織学的再検査  

ラット2年間慢性毒性／発がん性併合試験［13．（2）】において認められた肝臓及び   

甲状腺の病変について再評価するために、米国EPAの安全性評価法に準じて病理   

組織標本の再検査が実施された。  

肥大性、過形成性及び腫瘍性病変の発生頻度は表14に示されている。   

肝臓では、2，000ppm投与群の雌雄で小葉中心性肝細胞肥大及び、雄でび慢性   

肝細胞肥大の発生頻度が有意に増加した。腫瘍性病変の有意な増加はみられず、   

用量傾向及び時間傾向も認められなかった。   

甲状腺では、200ppm以上投与群の雄及び2，000ppm投与群の雌で、ろ胞上皮   

細胞肥大、2，000ppm投与群の雌雄でC細胞過形成の発生頻度が有意に増加した。   

発がん性は認められなかった。（参照8）  

表14 肝臓及び甲状腺における肥大性、過形成性及び腰瘍性病変の発生頻度  

性別  雄  雌   

投与群（ppm）  0   5   20  200  2，000  0   5   20  200  2，000   

検車狩枚数   39  37  39  40  40  39   39  40  40  39  

／」葵中Ⅲ朝預陳謝巴大  0   0   0   0   11☆   0   0   0   0   14貴  

肝  2   2   3   2   7☆   5   3   4   6  

臓  3   0   4   0   0   0   0   3  

月二榊拡癌   0   0   0   0   0   0   0   0  

掛癌 2   3   0   5   0   0   0   0   3   

検梯敗数   36  35  38  39  39  37   36  40  33  39  

拙穎珊瑚巴大   6   11   12  19丈  25☆   3   2   0   20☆  

胡乱墟細組酢成   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   1   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   2  

22  22  28  25  33☆  22  20  24  23  32☆  
3   2   2   0   2   0   0  

甲 状 腺  0   0   1   2   0   0   0   0   0  

3   2   3   2   2   2   0   0   

☆：カイニ乗検定、pく0．05  
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（4）2年間発がん性試験（マウス）   

ICRマウス（一群雌雄各80匹）を用いた混餌（原体：0、20、200、2，000及   

び5，000ppm）投与による2年間発がん性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表15に、肝腫瘍及び肺腫   

瘍の発生頻度は表16に示されている。  

5，000ppm投与群の雌で肝細胞腺腫の発生頻度が有意に増加したが、肝細胞腺   

腫と肝細胞癌の合計発生頻度には有意差は認められなかった。また、5，000及び   

200ppm投与群の雄では、肺腫瘍（腺腫＋腺癌）の総発生頻度が有意に増加した   

が、用量相関性は認められず、背景データの範囲（17／80～35／80）内にあったこ   

とから、検体投与の影響とは考えられなかった。  

本試験において、200ppm以上投与群の雄及び2，000ppm以上投与群の雌で   

肝絶対・比重量増加等が認められたので、無毒性量は雄で20ppm（1．82mg／kg   

体重／日）、雌で200ppm（17．9mg／kg体重／日）であると考えられた。発がん性   

は認められなかった。（参照8）  

表15 2年間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）  

投与群   雄   雌   

5，000ppm   ・尿比重低下   ・RBC、Hb、Ht減少  

・PI∬、bm増加   ・PI∬、bm増加  

・肝混濁、暗調化、結節、腫癌  ・肝混濁、暗調化  

・び漫性肝細胞肥大  ・び漫性肝細胞肥大   

・変異肝細胞巣  

2，000ppm以上  ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・小葉中心性肝細胞肥大   ・尿比重低下 

・肝絶対・比重量増加  

・′J、菓中心性肝細胞肥大  

・変異肝細胞巣   

200ppm以上   ・肝絶対・比重量増加   200ppm以下  

20ppm   毒性所見なし   毒性所見なし  

表16 肝腫瘍及び肺腫瘍の発生頻度  

性別   雄  雌   

投与群（ppm）   0   20  200  2，000  5，000  0   20  200  2，000  5，000   

検査動物数   80  80  80  80  80  80  80  80  80  80   

肝細胞腺腫   13   12   16   11   17   2   2   1   7   8☆   

肝細胞癌   14   11   11   18   15   3   2   0   4   4   

腺腫＋癌   27  23  27  29  32   5   4   1   11   12   

肺腺腫 14  18  23   16  21   17   10   11   14   11   

肺腺癌   3   8   6   7   9   5   7   7 6   8   

腺腫＋腺癌   17  26  29☆  23  30☆  22   17   18  20   19   

☆：Fisberの直接確率計算法、p＜0．05  
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14．生殖発生毒性試験  

（1）2世代繁殖試験（ラット）①  

Wistar－Imamichiラット（一群雌雄各30匹）を用いた混餌（原体：0、10、   

100及び1，000ppm）投与による2世代繁殖試験が実施された。  

親動物では、1，000ppm投与群のP及びFl世代の雌雄に体重増加抑制が、100   

ppm以上投与群のFl世代の第2産次で生存産児数の減少が認められた。児動物   

では、10及び1，000ppm投与群のFla児動物で晴育4日生存率の低下、10ppm   

以上投与群の両世代で哺育期の体重増加抑制が認められた。  

本試験において、親動物では100ppm以上投与群で生存産児数の減少が認め   

られ、児動物では10ppm以上投与群で体重増加抑制が認められたので、無毒性   

量は親動物の雌雄で10ppm（P雄：0．7mg／kg体重／日、P雌：0．9mg／kg体重／   

日、Fl雄：0．6mg／kg体重／日、Fl雌：0．8mg／kg体重／日）であると考えられ、   

児動物では無毒性量は設定できなかった。しかし、同用量で実施された2世代繁   

殖試験②［14．（2）］の試験成績を考慮すると、100ppm以上投与群の生存産児数の   

減少、10及び100ppm投与群の児動物における体重増加抑制は偶発的な要因に   

よるものと推察された。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照8）  

（2）2世代繁殖試験（ラット）②  

WistarImamichiラット（一群雌雄各26匹）を用いた混餌（原体：0、10、  

100及び1，000ppm）投与による2世代繁殖試験が実施された。本試験は、前述   

の2世代繁殖試験①［14．（1）】において児動物に対する無毒性量が設定できなかっ   

たため、児動物への影響を確認する目的で行われた。  

親動物では、1，000ppm投与群のP雄で肝絶対・比重量増加が認められた。い   

ずれの投与群においても、生存産児数の減少は認められなかった。児動物では、  

1，000ppm投与群のF2児動物で哺育7日以降における体重増加抑制が認められ   
たが、10及び100ppm投与群の児動物に体重増加抑制は認められなかった。  

2世代繁殖試験①［14．（1）】と、同用量で実施された本試験の結果を総合すると、   

ラットの2世代繁殖試験における無毒性量は、親動物の雄で100ppm（P雄：   

6．46mg／kg体重／日、Fl雄：7．42mg／kg体重／日）、雌で1，000ppm（P雌‥93・1   

mg／kg体重／日、Fl雌：99．6mg／kg体重／日）、児動物で100ppm（P雄：6・46mg／kg   

体重／日、P雌：9，21mg／kg体重／日、Fl雄：7．42mg／kg体重／日、Fl雌：10．2mg／kg   

体重／目）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照   

8）  

（3）発生毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌22匹）の妊娠6～15日に強制経口（原体：0、50、200及   

び800mg／kg体重／日、溶媒：2％アラビアゴム水溶液）投与して発生毒性試験が   

実施された。  
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母動物では、800mg此g体重／日投与群で一般状態の変化（軟便、生殖・泌尿  

器官周囲の被毛汚染、噂眠、円背位、削痩、立毛、眼瞼半開）、摂餌量の減少、  

摂水量の増加、体重増加抑制、着床後初期の死亡胚数の増加が認められた。同群  

では妊娠12日に1匹が切迫と殺された。200mg／kg体重／日投与群では摂水量の  

増加が認められた。   

胎児では、800mg／kg体重／日投与群で低体重、燻小児及び皮下浮腫の発生頻  

度の増加が認められ、頭頂間骨、胸骨分節、胸椎、尾椎及び中手骨の骨化遅延が  

増加した。200mg／kg体重／日投与群では頭頂間骨の骨化遅延が増加した。   

本試験において、200mg／kg体重／日以上投与群の母動物に摂水量の増加が、  

胎児に骨化遅延が認められたので、無毒性量は母動物及び胎児とも50mg／kg体  

重／目であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照8）  

（4）発生毒性書式験（ウサギ）  

NZWウサギ（一群雌17匹）の妊娠6～19日に強制経口（原体：0、10、50   

及び250mg／kg体重／日、溶媒：2％アラビアゴム水溶液）投与して発生毒性試験   

が実施された。  

本試験において、250mg／kg体重／日投与群の母動物に摂餌量の減少傾向及び   

体重減少（投与開始時から4日目まで）が認められ、胎児には検体投与に起因す   

ると思われる影響は認められなかったので、無毒性量は母動物で50mg／kg体重／   

日、胎児で250mg／kg体重／日であると考えられた。催奇形性は認められなかっ   

た。（参照8、9、10、14）  

15．遺伝毒性害式験  

ブプロフェジン原体の細菌を用いたDNA修復試験、復帰突然変異試験、マウ   

スリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験、ラット肝初代培養細胞を用いた不   

定期DNA合成（UDS）試験、ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験、マウスを   

用いた小核試験が実施された。また、ブプロフェジンの代謝物（B）及び原体混   

在物（IBTU）の細菌を用いた復帰突然変異試験も実施された。  

試験結果は表17に示されている通り全て陰性であった（参照8、9、10、14）。  

この他に、ブプロフェジンのシリアンハムスター胚培養細胞を用いた試験（処   

理濃度ニ12．5～100ドM）が実施されており、高濃度で細胞の形態変化と動原体   

を有する小核が有意に誘導され、細胞傷害性が認められたが、DNA損傷性はみ  

られなかった（参照15）。  

以上のように、血正加の1試験において高濃度で細胞傷害性が認められたが、   

血＝正和′J、核試験を含むその他の試験結果はすべて陰性であったことから、ブプ   

ロフェジンに遺伝毒性はないものと考えられた。  
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表17 遺伝毒性試験概要  

試験  対象   処理濃度・投与量   結果   

DNA  20～5，000トIg／ディスク   
修復試験   

陰性  

5b血α〃e肋¢p丘血〃ガ王エⅢ  

（m98、mlOO、m1535、  
m15：i7、m1538株）  陰性  

復帰突然  

変異試験  

£わpム血血u皿  1．6～5，000トIg／プレート（＋／－S9）   
血lイ加  （m98、mlOO、m1535、  陰性  

ト  m15：i7、m1538株）  

遺伝子突然  マウスリンパ腫細胞   13．3～42．2ト1g／mL（－S9）   

変異試験  （L5178YTK十／－3．7．2c株）  17．8～100いg／mL（＋S9）  
陰性  

Alpkラット  10‾8～10‾5M   

UDS試験   肝初代培養細胞  陰性  

染色体  10～100トLg／mL（＋／－S9）   

異常試験   
性  

BDFlマウス（骨髄細胞）  単回投与：6，400～10，（伽m亦g体重   

J．ロ1月I′P  小核試験  反復投与：10，（XDm妄兆g体重  陰性  

（24時間間隔で4回経口投与）   

ぺ仲／‖血wJ〃州  5～5，000pg／プレート（＋／－S9）   
（m98、mlOO、m1535、  陰性  

血Iイ加   

U  復帰突然 変異試験    TA1537、TA1538株） 且α〟  陰性   
（WP2ムcr株）  

注）＋／・S9：代謝活性化系存在下及び非存在下  

16．その他の試験  

（1）十二指腸潰瘍形成性試験  

ラット及びマウスを用いた急性経口毒性試験［Ⅱ．10］において十二指腸に潰瘍   

性病変が観察されたため、本試験はこの病変を確認する目的で実施された。   

Fischerラット（一群雌雄各1O匹）に、ブプロフェジンを0、613、1，040、1，750、   

2，960または5，000mg／kg体重の用量で単回経口投与し、4日後にと殺して十   

二指腸の病理学的検査が行われた。  

肉眼的検査では、5，000mg／kg投与群の雌雄各4例、2，960mg耽g体重投与群   

の雌雄各3例に十二指腸上部に限局して穿孔巣が認められ、これらの動物では同   

部位に白色ないし赤色斑または充血がみられた。1，750mg／kg体重投与群では雄   

1例に十二指腸上部に赤色斑がみられた。病理組織学的検査では、5，000mg／kg   

体重の雌雄全例に表在性から穿孔性に至る種々の程度の潰瘍性病変が認められ、   

このうち雌雄各4例に認められた穿孔性潰瘍は投与2日後までの死亡例であった。   

2，960mg／kg体重投与群でも雄5例、雌4例で同様の病変が認められ、穿孔性潰   

瘍は雌雄各3例の死亡例にみられた。1，750mg／kg体重投与群では雄1例に深在   

性潰瘍がみられた。潰瘍性病変の組織学的特徴は、炎症性細胞を伴わない粘膜  
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細胞の壊死性変化で消化性潰瘍と判定された。無作用量は雄で1，040mg／kg体  

重、雌で1，750mg／kg体重と考えられた。（参照8、9、14）  

（2）甲状腺に及ぼす影響に関する試験  

ブプ占フェジンの経口投与により、ラットの90日間亜急性毒性試験［12．（1）】   

及び2年間慢性毒性／発がん性併合試験【13．（2）】において、甲状腺ろ胞上皮細胞の   

肥大及び増生が認められたため、本試験は本剤の甲状腺に対する影響を調べる目   

的で実施された。  

①ラットの血清中T3及びT4に及ぼす影響   

雄のSDラットにブプロフェジンを500mg／kg体重／日の用量で1、2、4また  

は7日間強制経口投与した結果、血清中T3濃度は4回投与で、T4濃度は2回以  

上の投与で低下した。   

雄のSDラットにブプロフェジンを100、300、500または1，000mg／kg体重／  

日の用量で7日間連続強制経口投与した結果、T3及びT4濃度は100mg肱g体重  

／日以上の投与群で用量に依存して低下した。   

雄のSDラットにブプロフェジンを1，000及び5，000ppmの用量で1、3また  

は6カ月間混餌投与した結果、T3濃度は、5，000ppm投与群では1カ月で対照  

群の70％に低下したが、3及び6カ月では対照群の濃度に回復した。T4濃度は1、  

3、6カ月でそれぞれ対照群の30、50、90％であり、投与期間の延長に伴い回復  

傾向がみられた。（参照8、9、14）  

②ラットの甲状腺重量及び過酸化酵素活性に対する影響   

雄のSDラットにブプロフェジンを500mg／kg体重／日、または甲状腺過酸化  

酵素活性阻害剤であるプロピルチオウラシル（PTU）を30mg／kg体重／日の用  

量で15、30または60日間連続強制経口投与し、最終投与24時間後にと殺して、  

甲状腺重量、血清中T4濃度及び甲状腺過酸化酵素活性が測定された。   
ブプロフェジン及びPTUのいずれの投与群においても、甲状腺絶対・比重量  

の増加、血清中T4濃度の低下及び甲状腺過酸化酵素活性の上昇が認められたが、  

ブプロフェジン投与による変化の程度はPTU投与より軽度であった。下垂体の  

病理組織学的検査では、ブプロフェジン及びPTU投与群で前葉細胞に空胞化が  

みられ、その程度及び頻度は同様であった。（参照8、9、14）  

③ラットの甲状腺過酸化酵素活性に対する阻害作用（血r／打d   

ブプロフェジンまたは抗甲状腺薬であるPTU及びシアン化カリウム（KCN）  

を甲状腺過酸化酵素の反応液に添加し、甲状腺過酸化酵素活性に対する直接的影  
響が調べられた。   

PTU及びKCN添加では、明らかな阻害作用がみられたが、ブプロフェジン添  
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加では、水溶解度以上の濃度である7．2×10‾5Mでも影響はみられなかった。（参  

照8、9、14）  

④多種の動物種における血清中PBI（蛋白質結合性ヨード）濃度に対する影響   

雄のSDラットにブプロフェジンを100、300、500または1，000mg／kg体重／  

日の用量で7日間連続強制経口投与した結果、血清中T4濃度及びPBI濃度とも  

に用量に依存して低下した。   

雄のddYマウス、ゴールデンハムスター、Hartleyモルモットに、ブプロフェ  

ジンを300及び500mg／kg体重／日の用量で1、2、4または7日間経口投与した  

結果、マウス、ハムスターでは影響はみられず、モルモットでは1～2回の投与  

で血清中PBI濃度は僅かに低下したが、4回以上の投与では影響はみられなかっ  

た。   

雄のddYマウスにブプロフェジンを100、300、500または1，000mg／kg体重  

／日の用量で7日間連続強制経口投与した結果、血清中PBI濃度に影響はみられ  

なかった。   

雄の日本白色種ウサギにブプロフェジンを300または1，000mg／kg体重／日の  

用量で7日間連続強制経口投与した結果、血清中PBI濃度は1，000mg／kg体重／  

日投与群では投与期間中低下した。300mg／kg体重／日投与群では投与4日まで  

低下したが、7日には回復傾向がみられた。（参照8、9、14）   

以上のように、ブプロフェジンを強制経口投与したラットでは、甲状腺ホルモ  

ン濃度の低下、甲状腺重量の増加、甲状腺過酸化酵素の上昇がみられ、下垂体前  

葉細胞空胞化の発生頻度が増加した。これらの変化は、抗甲状腺薬であるPTU  

投与でも認められたが、ブプロフェジン投与による変化の程度はPTU投与によ  

る場合より明らかに軽度であり、回復が速やかであった。一方、ラット及びマウ  

スではブプロフェジン投与により肝細胞に肥大性反応が生じていることから、肝  

の薬物代謝酵素誘導が示唆され、血中の甲状腺ホルモンが低下している事実から、  

肝臓におけるT4からT3への変換が増加している可能性が高いと考えられた。肝  

臓におけるT4からT3への代謝克進により血中の甲状腺ホルモンが低下し、負の  

フィー ドバックによって下垂体からのTSHの分泌が増加することにより甲状腺  

が刺激され、甲状腺肥大が惹起されることが示唆された。本剤の甲状腺に対する  

影響は、PTUのように甲状腺に直接作用するものではなく、肝臓に対する作用  

の二次的影響と考えられた。  
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Ⅲ．食品健康影響評価  

参照に挙げた資料を用いて農薬「ブプロフェジン」の食品健康影響評価を実施し   

た。   

ラットを用いた動物体内運命試験において、ブプロフェジンは速やかに吸収及び   

排泄された。主要排泄経路は糞中で、投与後96時間で96％TARが排泄された。臓   

器及び組織への蓄積性は認められなかった。糞中で認められた成分の大部分は親化   

合物であった。代謝物として、糞中にB、Cの硫酸抱合体、D、E、G、H、J、R   

が、尿中にCの硫酸抱合体、G、H、L、Rが検出された。胆汁中にはC、Cのグル  

クロン酸抱合体、Gが検出された。胆管カニューレにより体外に胆汁を排泄させた   

ラットの糞にはグルクロン酸抱合体は認められず、胆汁を介して腸管内に排泄され   

た抱合体は腸管内で脱抱合されることが示唆された。主要代謝経路は、フェニル環   

の水酸化、奴・オブチル基の酸化、チアジアジン環イオウの酸化及びチアジアジン環   

の開裂であり、多くの高極性代謝物を生成し、これがさらに抱合を受ける経路と考   

えられた。  

イネ、タイヌビエ、大豆、はくさい、レタス、トマト及びワタを用いた植物体内   

運命試験において、植物体で認められた成分の大部分は親化合物であった。代謝物   

としてB、E、F、G、J、Qが検出されたが、10％TRRを超えるものはなかった。   

代謝物Fは、動物でも確認されているEからGへの代謝中間体であり、動物では   

Fが速やかにGへ代謝されていることが考えられた。代謝物Qは、植物のみに存   

在する代謝経路の生成物であるが、その量は僅かであった。  

各種毒性試験結果から、ブプロフェジン投与による影響は、主に肝臓に認められ   

た。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められ   

なかった。   

各種試験結果から、食品中の暴露評価対象物質をブプロフェジン（親化合物のみ）   

と設定した。   

各試験における無毒性量等は表18に示されている。  

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量の最小値がラットを用いた2年間   

慢性毒性／発がん性併合試験の0．90mg／kg体重／日であったので、これを根拠として、   

安全係数100で除した0．009mg／kg体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  

0．009mg／kg体重／日  

慢性毒性／発がん性併合試験  

ラット  

2年間  

混餌  

0．90mg／kg体重／日  

100  

ADI   

（ADI設定根拠資料）   

（動物種）   

（期間）   

（投与方法）   

（無毒性量）   

（安全係数）  
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暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認す  

ることとする。  
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表18 各試験における無毒性量等  

投与量  無毒性量（mg／kg体重／日）1）  
動物種  試験  

（mg／kg体重／目）  農薬抄録   JMPR   米国   豪州   

ラット   0、40、2（カ、tO∝）、5，00  雄：3．4   雄：3．4   雄：13．0   雄：3．4  

淡）日間              pm  雌：16．3   雌：4．1   雌：16．3   雌：4．1  

亜急性  
雄：0、3．4、13．0、腿．6、316  

毒性試験   雄：Glu減少   加等  
加等  

0、∈氾、500、5，（X旧ppm  
雄：3．5  

淡）日間  

亜急性  雌雄：体重増加  

手相毒性    ：、．、、 雌：0、44、4之臥433  抑制  
試験  

（神経毒性は認  

められない）  

雄：0．90  雄：0．9b  雄：0，9  

2年間  0、5、20、200、ろ（煩）ppm   雌：1．12  雌：1．12   雌：1．1  

慢性雛  
雄：甲状腺ろ胞       発う汎性  雄：仇0溺、0，弧a71、淵．5  雌雄：甲状腺ろ  雌雄：甲状腺ろ   雌雄：甲状嘩ろ  

併合試験   
雌：仇α：B、Ll之11且u5  胞上皮細胞肥大  胞上皮細胞肥大  上皮細胞増生及  胞上皮細胞肥大  

及び増生  及び増生  び肥大   及び増生  
（発がん性は認  （発がん性は認  

められない）  められない）  められない）  

親動物  
0、10、100、t（XOppm  

P雄：0．7  

雄：0．6  

雌：0．9  
P雌：0．9  

P雄：玖α7、a乳弧3  Fl雄：0．6  加抑制  
P峰：0、α9、8．仇乃5  

：ll●●l●  Fl雌：0．8   
F2b出生児数減  
少  

2世代  
Fl雌：0、α臥7且乃．7  児動物：－  る影響は認めら  

締験  
れない）  

（繁殖能に対す  

親動物：生存産  る影響は認めら  

児数減少  れな  

児動物：体重増  

加抑制  

（繁殖能に対す  

る影響は認めら  

れない）  

0、10、100、川00ppm  親動物   雄：6．4   親動物：7．89  雄：6．4  

P雄：6．46  児動物：7．89  

P雌：93．1  
P雄：仇0．糾、a亜、弧0  

Fl雄：7．42   
P雌：仇0盟921、弧1  
Fl雄：仇0．乃、7∠蛇、祖0  Fl雌：99．6  量増加  加量減少、臓器  

Fl雌：仇1．肥、10且弧6   
児動物：体重増   重量変化   児動物：体重増  

2世代  児動物  加抑制  児動物：体重増  

紳験  P雄：6．46  
加抑制  

②  P雌：9．21   （繁殖能に対す    （繁殖能に対す   
Fl雄：7．42  る影響は認めら  る影響は認めら  る影響は認めら  

Fl嘩：10．2  れない）   れない）   

親動物  
雄：月髄射・比珪  

増加   
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投与量  無毒性量（mg／kg体重／日）1）  
動吻種  試験  

（mg／kg体重／日）  農薬抄録   JMPR   米国   豪州  

雌：葛生所宋なし  

児動物：体重増加  

抑糾  
（繁殖能に対す  

る影響は認めら  

れない）  

母動物：50  母動物：50  母動物：200  母動物：38  

胎児：50   胎児：1侠ト188  胎児：200   胎児：175  

母動物：摂水量  母動物：摂水量  母動物：死亡、  母動物：摂水量  

発生毒性  0、50、200、800  増加   増加   妊娠率低下、胚  増加  
試験  胎児：骨化遅延  胎児：低体重等  

胎児：骨化遅延、  

低体重、浮腫  
（催奇形性は認   

められない）   められない）   められない）   められない）   

マウス   0、却、那、之0∝）、5，（XO  雄：1．82   1．82  雄：1．82   雄：1．82  

Ⅰ巧）m   雌：17．9  雌：17．4   雌二1．89  
2年間  

雄：肝重量増加  

試験  雌：玖1．度し17．9、191、4≦道  比重量増加等  増加  
雌：肝細胞腺腫  

（発がん性は認  

められない）   められない）   の増加   められない）   

ウサギ   母動物：50  母動物：50  母動物：50  母動物：50  

胎児：250   胎児：250   胎児：250   胎児：250  

発生毒性  0、10、50、250  
母動物：体重減  母動物：体重増  母動物：摂餌量  母動物：体重増  

試験  
少等  加抑制等  減少、体重減少  
胎児：毒性所見  

なし  

（催奇形性は認   （催奇形性は認   （催奇形性は認   

められない）   められない）   められない）   められない）  

淡）日間   
雌雄：10  10  10  

0、2、10、50、300           亜謝生  

毒性試験  
雌雄：肝絶対・  肝絶対・比重量  

比重量増加等   増加等等  

2年間   
雌雄：2   2   2   2  

0、2、20、200           慢性毒性  

試験  
雌雄：ALP増加  小葉中心性肝細  雌雄：胆管増生、  小葉中心性肝細  

等   胞肥大等   ALP増加   胞肥大等   

NOAEL：1．0  

UF：100  

NOAEL：0．90  cRの：0．01  

ADI（cR壬D）  SF：100  SF：100  （2001年）  

ADI：0．009   NOAEL：1．0  
UF：300  

cRfD：0．0033  

（2006年）   

ラット2年間慢  ラット2年間慢  ラット2年間慢  ・ラット2年間  
Al）Ⅰ（cRの）設定根拠資料  性毒性／発がん  性毒性／発がん  性毒性／発がん  慢性毒性／発が  

性併合試験   性併合試験   性併合試験   ん性併合試験   
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投与量  無毒性量（mg／kg体重／日）1）  
動物種  試験  

（mg／kg体重／日）  農薬抄録   JMPR   米国   豪州  

・ラット2世代  

繁殖試験   

NOAEL：無脅生量SF：安全旅数AⅨ：一目摂取許容量UF：個数dⅦ）：慢性参照用量   

1）：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。  

2）‥2世代繁殖試験の無毒性量は、繁殖試験①及び②の結果を総合判断して設定され、繁殖試験②の   
欄に示されている。  

－：無毒性量は設定できなかった。  

／：記載なし  
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＜別紙1：代謝物／分解物等略称＞  

名称  

（略称）   
化学名（IUPAC）   

ダヒドロキシ体   2－ねアオブチルイミノー計（4一ヒドロキシフェニル）－3－イソプロピル   
但F一分   －1，3，5－チアジアジナンー4－オン   

ジヒドロキシ休   2一出汁サブチルイミノー5－（3，4－ジヒドロキシフェニル）づ一イソプロピル  
－1，3，5－チアジアジナンー4－オン   

メトキシヒドロキシ体  2－とerオブチルイミノー5－（4－ヒドロキシサメトキシフェニル）－3－イソプ   

卸－27）   ロビルー1，3，5－チアジアジナン寸オン   

スルホキシド体   2一皮汀ナプチルイミノづ－イソプロピルー5－フユニル・1，3，5チアジアジナ   
卸－1（カ   ンー4－オンー1－オキシド   

ビウレット体  
1－お∫ナプチルサイソプロピルー5－フェニルビウレット   

卸一11）  

IPU  

卸－1カ   
1イソプロピルうーフェニルウレア   

グヒドロキシ貯U   
卸一1㊥   

フェ＝ルクレア  
フェニルウレア   

但F－16）  

2，4－ジオン体  

肝一少   
3イソプロピルー5－フェニルー1，3，5－チアジアジナンー2，4一ジオン   

ダヒドロキシ払A  

（EF－≦B）   

入声（4－ヒドロキシフェニル）アセトアミド   

脱イソプロヒフレ体  6－由アナプチルアミノー2，3－ジヒドロづ－フェニルー4月二1，3，5－チアジアジ   

（EF－19）   ンー4－オン   

フェニプレホルムアミド   

卸－21）   

∧声フェニルホルムアミド   

チオビクレット体   

但F一姻   
1－≠erオブチルー3イソプロピルー5－フェニルー2－チオビクレット   

アロファネート体  2－アミノー2－メチルプロピルサメチルエチル寸フェニルアロファネ   

但F一三犯）   ート  

ウレイドプロヒオン酸体  2－i3イソプロピル甘【メチルスルホニルメチル（フェニル）カルバモ   

但F一塊   イル】クレイド）－2－メチルプロピオン酸   

Ⅱ汀U   （原体混在物）   
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＜別紙2：検査値等略称＞  

略称   名称   

ACh   アセチルコリン   

a   有効成分量   

Alb   アルブミン   

ALP   アルカリホスファターゼ   

ALT   
アラニンアミノトランスフエラーゼ  

（＝グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ（GPT））   

APTT   活性化部分トロンポプラスチン時間   

ARG   オートラジオグラフイー   

BCF   生物濃縮係数   

Cmax   最高濃度   

Glob   グロブリン   

Glu   グルコース（血糖）   

Hb   ヘモグロビン（血色素量）   

Ht   ヘマトクリット   

LC50   半数致死濃度   

LD50   半数致死量   

bm   リンパ球数   

PBI   蛋白質結合性ヨード   

PEC   環境中予測濃度   

PHI   最終使用から収穫までの日数   

PL   リン脂質   

PIT   血小板数   

PT   プロトロンビン時間   

PTU   プロピルチオウラシル   

R王‡C   赤血球数   

Tl／2   消失半減期   

せ3   トリヨードサイロニン   

T4   サイロキシン   

℃互R   総投与（処理）放射能   

T．Cbol   総コレステロール   

TG   トリグリセリド   

Tmax   最高濃度到達時廟   

TP   総蛋白質   

TRR   総残留放射能  

TSH   甲状腺刺激ホルモン   
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＜別紙3：作物残留試験成績＞  

作物名  残留値（mg／kg）  

（栽培形態）   試験   使用量   回数  PHI  
（分析部位）  圃場数   （gaiノha）   （回）   （日）  

ププロフェジン  

実施年度  最高値   平均値   

水稲   7   0．130   0．08   

て玄米）  2   750－1，000WP   
14  0．117  0．07  

1979年度  

4  
20－21  0．113  0．06  

31  0．100  0．05   

水稲   
7   32   17   

（稲わら）  2   750－1，000WP   
14  18．3  12  

1979年度  

4  
20－21  6．16  5．5  

31  6．20  3．7   

水稲   
21   0．02   0．01☆   

（玄米）  2   800G   4  
30  ＜0．01  ＜0．01  

1981年度  
45  ＜0．01  ＜0．01  

60  ＜0．01  ＜0．01   

水稲   21   3．0   2．0   

（稲わら）  2   800G   4  
30  2－86  1．7  

1981年度  
45  2．72  1．4  

60  0．25  0．19   

水稲  

（玄米）  2   300SC   1   83－86   ＜0．005   ＜0．005   

1981年度  

水稲  

（玄米）  2   300WP   77－83   ＜0．005   く0．005   

1981年度  

水稲  

（稲わら）  2   300SC   83－86   0．19   0．08☆   

1981年度  

水稲  

（稲わら）  2   300WP   77・83   0，01   0．01★   

1981年度  

水稲   7   0．031   0．025   

（玄米）  2   600D   4  13－14   0．026   0．020   

1985年度  20－21   0．016   0．010   

水稲   7   18．0   10．9   

（稲わら）  2   600D   4  13－14   9．35   6．34   

1985年度  20－21   6．62   3．92   

水稲  

（玄米）  2   200SC   47－52   ＜0．005   ＜0．005   

1986年度  

水稲  

（玄米）  2   200Wp   47－52   ＜0．005   ＜0．005   

1986年度  

水稲  

（稲わら）  2   200SC   47－52   2．15   1．18   

1986年度  

水稲  

（稲わら）  2   200Wf   47－52   0．30   0．16   

1986年度  
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水稲  

（玄米）  1   200SC   3   21   0．028   0．026   

1990年度  

水稲  

（玄米）  1   200SC   2   35   0．019   0．018   

1990年度  

水稲  

（玄米）  2   200SC   1   30   0．023   0．019   

1990年度  

水稲  

（玄米）  1   446WP   4   7   0．10   0．10   

1993年度  

水稲  

（玄米）  1   209Wア   4   7   0．05   0．05   

1993年度  

水稲  

（玄米）  1   446WP   3   7   0．03   0．03   

1993年度  

水稲  

（玄米）  1   209Wア   3   7   0．05   0．05   

1993年度  

水稲  

（稲わら）  1   446Wア   4   7   12，00   11⊥75   

1993年度  

水稲  

（稲わら）  1   209Wp   4   7   5．25   5．22   

1993年度  

水稲  

（稲わら）  1   446Wア   3   7   1．9   1．11   

1993年度  

水稲  

（稲わら）  209Wア   3   7   2．63   2．36   

1993年度   

水稲  

（玄）  
600Gxl  

2  

600－800Gx3   
4   21   ＜0．01   ＜0．01   

1994年度  

水稲  

（稲わら）  2   

600Gxl  

600－800Gx3   
4   21   4．38   3．96   

1994年度  

水稲  

（玄米）  2   300SC   4   7   0．126   0．091   

1996年度  

水稲  

（玄米）  2   375Wア   4   7   O．164   0．123   

1996年度  

水稲  

（稲わら）  2   300SC   4   7   5．45   4．59   

1996年度  

水稲  

（稲わら）  2   375Wア   4   7   10．5   7．77   

1996年度  
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水稲  

（玄米）  2   167SC   4   7   0．082   0．048   

1996年度  

水稲  

（稲わら）  2   167SC   4   7   2．27   1．75   

1996年度  

水稲  

（玄米）  2   

375WPX3   
4   

7   0．112   0．065  

1996，1997年度  
200SCxl  14   0．113   0．059   

水稲  

（玄米）  2   200SC   1   20－21   0．028   0．018   

1996，1997年度  

水稲  

（玄米）  2   300SC   20－21   0．047   0．034   

1996，1997年度  

水稲  

（玄米）  2   375Wf’   20－21   0．052   0．041   

1996，1997年度  

水稲  

（稲わら）  2   

375Wア×3   
4   

7   7．51   4．40  

1996，1997年度  
200 sc x 1 14   4．75   2．48   

水稲  

（稲わら）  2   200SC   1   20－21   1．35   0，81   

1996，1997年度  

水稲  

（稲わら）  2   300SC   1   20－21   1．39   0．96   

1996，1997年度  

水稲  

（稲わら）  2   375Wp   1   20－21   2．02   1．50   

1996，1997年度  

小麦  
7－10  0．094  0．07  

（子実）  2   500Wア   
14－18  0．040  0．02  

1981年度  

3  
21－25  0．018  0．01  

30－32  0．013  0．01★   

小麦  

（子実）  1   300SC   19   0．068   0．062   

1983年度  

小麦  

（子実）  300Wア   1   19   0．046   0．034   

1983年度   

小麦  

（子実）  1   300S〔】   31   0．006   0．006   

1983年度  

小麦  

（子実）  300Wア   31   0．009   0．007   

1983年度   

小麦  

（子実）  2   200SC   28－30   0．005   0．005★   

1992年度  

小麦  

（子実）  2   208－375Wp   28－30   0．005   0．005☆   

1992年度  
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みかん  
7  0．24  0．12  

（果肉）  2 2，500W？   5  
14  0．072  0．05  

1981年度   
21  0．06  0．03  

30－31  0．05  0．03   

みかん  
7  2．7  1．42  

（果皮）  2   2，500Wア   5  
14  0．85  0．73  

1981年度  
21  0．74  0．55  

30－31  0．63  0，46   

みかん  

（ジュース）  2   2，500WP   5   7   0．02   0．02   

1981年度  

みかん   
1，750WPX4  

5   

14   0．24   0．11   

（施設・果肉）  2  
933ECxl  

28   0．17   0．06   

1993年度  42   0．14   0．08   

みかん   
1，750WPx4  

5   

14   11．33   5．00   

（施設・果皮）  2  
933ECxl  

28   8．01   3．48   

1993年度  42   7．66   2．92   

みかん   
1，750WPX3  

5   

14   0．10   0．05   

（施設・果肉）  2  
933ECx2  

28   0．20   0．07   

1993年度  42   0．09   0．05   

みかん   
1，750WPX3  

5   

14   3．39   1．99   

（施設・果皮）  2  
933ECx2  

28   5．44   2．97   

1993年度  42   3．13   1．35   

みかん   
1，750Wア×2  

3   

14   0．02   0．01☆   

（施設・果肉）  2  
933ECxl  

28   0．02   0．01☆   

1994年度  42   ＜0．01   ＜0．01   

みかん   
1，750WPX2  

14   0．64   0．48   

（施設・果皮）  2  
933Ec x 1 

3  28   0．43   0．37   

1994年度  42   0．34   0．23   

みかん   
1，750WPxl  

2   

14   0．01   0．01★   

（施設・果肉）  2  
933ECXl  

28   ＜0．01   ＜0．01   

1994年度  42   0．01   0．01★   

みかん   
1，750Wア×1  

2   

14   0．62   0，45   

（施設・果皮）  2  
933ECxl  

28   0．38   0．25   

1994年度  42   0．46   0．28   

みかん   14   0．02   0．01   

（施設・果肉）  2   1，750Wア   2  28   0．02   0．01   

1994年度  42   ＜0．01   ＜0．01   

みかん   14   1．71   0．70   

（施設・果皮）  2   1，750Wア   2  28   0．89   0．35   

1994年度  42   0．31   0．16   

みかん   14   0．02   0，01   

（施設・果肉）  2   1，750WP   3  28   0．03   0．01   

1994年度  42   ＜0．01   ＜0．01   

みかん   14   1．62   0．80   

（施設・果皮）  2   1，750Wp   3  28   0．90   0．52   

1994年度  42   0．50   0．24   

みかん   14   0．081   0．059   

（施設・果肉）  2   1，400SC   3  28－30   0．077   0．051   

1996年度  42   0．035   0．027   
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みかん   14   1．56   1．06   

（施設・果皮）  2   1，400S（】   3  28－30   1．20   0．89   

1996年度  42   0，58   0．44   

夏みかん   45   0．011   0．009   

（果肉）  2   1，250－1，500WP   3  60   ＜0．01   ＜0．01   

1994年度  89－90   ＜0．01   ＜0．01   

夏みかん   45   0．27   0．20   

（果皮）  2   1，250－1，500WP   3  60   0．24   0．19   

1994年度  89－90   0．19   0．10★   

夏みかん   
1，250－1，500WPx2  

45   0．01   0．01★   

（果肉）  2  
667－800E（：×1   

3  60   ＜0．01   ＜0．01   

1994年度  89－90   ＜0．01   ＜0．01   

夏みかん   45   0，23   0．14   

（∴果皮）  2  1，250－1，500WPx2 667－800E（こ×1  3  60   0．20   0．13   

1994年度  89－90   0．13   0．08★   

夏みかん   42－44   ＜0．005   ＜0．005   

（果肉）  2   1，400声（】   3  56－57   ＜0．005   ＜0．005   

1996年度  86－87   ＜0．005   ＜0．005   

夏みかん   42－44   0．16   0．13   

（果皮）  2   1，400S（二   3  56－57   0．11   0．08   

1996年度  86－87   0．03   0．03☆   

ゆず   14   0．07   0．06   

（果実）  1，250WP   28   0．02   0．02   

1990年度  98   ＜0．01   ＜0．01   

ゆず   14   0．05   0．05   

（果実）  1，250WP   2  28   0．03   0．03   

1990年度  56   ＜0．01   ＜0．01   

ゆず   14   0．11   0．10   

（果実）  600EC   1  28   0．09   0．07   

1993年度  102   0．02   0．02   

ゆず   13   0．03   0．03   

（果実）  1   6001ミC   2  28   0．05   0．04   

1993年度  51   0．03   0，02   

すだち   14   0．23   0．22   

（果実）  1，250WP   3  28   0．09   0．08   

1994年度  42   0．02   0．02   

すだち   
1，250WPx2  

3   

14   0．04   0．04   

（果実）  1  

667ECxl  
28   0．01   0．01   

1994年度  42   0．01   0，01   

すだち   28   0．053   0．052   

（果実）  1   1，400SC   3  42   0．012   0．012   

1998年度  56   0．014   0，013   

かぼす   28   0．179   0．178   

（果実）  1，400SC   3  42   ＜0．005   ＜0．005   

1998年度  65   ＜0．005   ＜0．005   

だいだい   42   0．53   0．27   

2   1，250WP   3  56－75   0．19   0．10★   

86－89   0．16   0．09★   

1，250WpX2  
3   

42   0．07   0．04★   

2  
667ECxl  

56－75   0．09   0．05☆   

（果実）           1994年度           だいだい               （果実）           1994年度  

86－89   0．07   0．04☆   
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レモン   42   0．48   0．48   

（果実）  1   1，250WP   3  56   0．70   0．69   

1994年度  84   0．29   0．29   

レモン   
1，250W？×2  

3   

42   0．30   0．28   

（果実）  1  

667ECxl  
56   0．20   0．20   

1994年度  84   0．11   0．10   

スイートオレンジ   42   0．64   0．62   

（果実）  1，250WP   3  56   0．54   0．54   

1995年度  84   0．63   0．60   

スイートオレンジ   
1，250Wpx2  

3   

42   0．37   0．36   

（果実）  1  

667ECxl  
56   0．26   0．26   

1995年度  84   0．23   0．22   

びわ  

（施設・有袋・果  
14  0．088  0．069  

実）  

1，000YP   2  28  0．100  0．064  

1991年度   
42  0．051  0．043   

キウイフルーツ   7   0．028   0．017   

（果肉）  2   1，000WP   2  14   0．014   0．011   

1989，1990年度  21   0．034   0．020   

キウイフルーツ   7   43．3   26．6   

（果皮）  2   1，000WP   2  14   32．3   23．3   

1989，1990年度  21   29丁3   25．0   

キウイフルーツ   
1   0．16   0．10   

（果肉）  2   800－1，000SC   2  7   0．09   0．09   

2006年度  27－28   0．02   0．02   

キウイフルーツ   0．10   0．06   

（果肉）  2   800－1，000WP   2   7   0．06   0．06   

2006年度  27－28   0．04   0．04   

もも   14   0．205   0．127   

（果肉）  2   345－1，250WP   3  21   0．079   0．040   

1992年度  28   0．077   0．063   

もも   14   7．32   4．19   

（果皮）  2   345－1，250WP   3  21   3．69   1．16   

1992年度  28   2．52   1．62   

もも   7   0．499   0．319   

（果肉）  2   1，000SC   3  14   0．535   0．286   

1997年度  21   0．352   0．155★   

もも   7   20．8   10．2   

（果皮）  2   1，000SC   3  14   23．7   9．4   

1997年度  21   11．9   4．3   

もも   14   0．37   0．26   

（果肉）  2   600－1，000SC   3  
21  0．35  0．23  

1999年度  
28  0．22  0．15  

41－42  0．08   0．06   

もも   
14   11．6   7．66   

（果皮）  2   600－1，000SC   3  
21  8．15  6．07  

1999年度  
28  6．37  3．55  

41－42  3．14  1．60   

なし  

（果実）  2   500WP   2   
45  0．024  0．020  

1988年度  
60  0．023  0．015   
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なし   30   0．172   0．145   

（果実）  2   1，000WP   2  45   0．111   0，082   

1988年度  60   0．049   0．034   

なし  

（果実）  2   1，000WP   
0．095  0，078  

1991年度  

2   
29－30 43－44  0．056  0．053   

なし   28   0．863   0．623   

（果実）  2   800－1，250SC   2  41－42   0．521   0．299   

1997年度  56   0．081   0．057   

うめ  

（果実）  2   1，250－2，000WP   4  106－136   ＜0．005   ＜0．005   

1990年度  

うめ  

（果実）  2   1，000SC   4  104－132   0，01   0．01☆   

1998年度  

うめ   
43－45   0．135   0．091   

（果実）  2   750－800SC   
56－59  0．014  0．010  

1999年度  

2  

84－88  ＜0．005  ＜0．005  

112－114  ＜0．005  ＜0．005   

りんご   14   0．35   0．21   

（果実）  2   1，400S（】   2  28－29   0．178   0．12   

1998年度  42－44   0．19   0．10   

かき   
21   0．276   0．172   

（果実）  2   1，250WP   
30－32  0．255  0．134  

1988年度  

2  

44－45  0．189  0．095  

60  0．074  0．040   

すもも   13－14   0．563   0．27   

（果実）  2   1，000WP   
20－21  0．267  0，15  

1993年度  

2  
27－28  0．14  0．07  

42－45  0．13  0．07   

すもも   21   0．09   0．08   

（果実）  2   1，000WP   2  28   0．08   0，07   

1994年度  42   0．11   0．08   

すもも   21－23   0．055   0．046   

（果実）  2   800S（】   2  30－36   0，032   0．027   

1998年度  45－51   0．057   0．042   

すもも   21   0．18   0．16   

（果実）  1   800SC   2  42   0，06   0．05   

2000年度  84   ＜0．01   ＜0．01   

ネクタリン   21   1．20   0．85   

（果実）  2   800S（〕   2  28   0．32   0．24   

2004年度  42   0．14   0．12   

あんず   14   1．21   1．05   

（果実）  2   400－700SC   2  30   0．25   0．18   

2004年度  45   0．31   0．25   

ぶどう（大粒種）  

（施設・果実）  1   188WP   2   
31  ＜0．005  ＜0．005  

1984年度  
60  く0．005  ＜0．005   

ぶどう（大粒種）  

（施設・果実）  1   375WP   2   
31  0．011  0，008★  

1984年度  
60  く0．005  ＜0．005   
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ぶどう（大粒種）  

（施設・果実）  1   750Wp   2   
31  0．088  0．079  

1984年度  
60  ＜0．005  ＜0．005   

ぶどう（′ト粒種）   30－31   0．297   0．246   

（施設・果実）  2   500WP   2  45   0．163   0．134   

1985年度  60－61   0．116   0．089   

ぶどう（小粒種）   30－31   0．229   0．179   

（施設・果実）  2   333Wア   2  45   0．113   0．094   

1985年度  60－61   0．079   0．049   

ぶどう（大粒種）   30   0．26   0．21   

（施設・果実）  2   400－600SC   2  42－44   0．09   0．06   

2000年度  57－58   0．06   0．03★   

おうとう   21   0．763   0．36   

（施設・果実）  2   800SC   2  28－30   0，50   0．28   

1998年度  42－43   0．03   0．02   

いちじく  
7  0．85  0．58  

（施設・果実）  2   880－1，100SC   2  
14  0．25  0．20  

2003年度  
21  0．18  0．13  

42－44  0．09  0．06   

くり  

（果実）  2   875－1，250WP   
7  ＜0．005  ＜0．005  

1988年度  

2  
14－15  ＜0．005  ＜0．005   

1  0．740  0．406  

きゅうり   3  0．540  0．287   

（施設・果実）  2   575－2，000Wア   3  7   0．118   0．090   

1981年度  14  0．046  0．038  

21  0．030  0．021   

きゅうり   0．80   0．75   

（施設・果実）  1   550－750WP   3   3   0．25   0．25   

1992年度  7   0．09   0．08   

きゅうり   0．75   0．46   

（施設■・果実）  3   750WP   3   3   0．30   0．20   

1992年度  7   0．09   0．08   

きゅうり   0．53   0．45   

（施設・果実）  2   605－625WP   3   3   0．22   0．18   

1994年度  7   0．06   0．06   

きゅうり   1   0．46   0．40   

（施設・果実）  2   600SC   3  3   0．19   0．13   

1996年度  7   0．04   0．04   

きゅうり  

（施設・果実）  2   600SC   3   0．45   0．42   

1996年度  

1．04  0．714  

トマト   3  1．32  0．662   

（施設・果実）  2   2，000Wp   3   7   1．14  0．643   

1981年度  14  0．941  0．528  

21  0．710  0．383   

トマト  
0．409  0．334  

（施設・果実）  2   1，000Wp   3   
3  0，284  0．210  

1983年度  
7  0．275  0．202  

14  0．370  0．213   
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トマト   0．050   0．199   

（施設・果実）  2   625－750WP   1   3   0．030   0．131   

1993年度  7   0．020   0，059   

トマト   0．741   0．414   

（施設・果実）  4   625－750WP   3   3   0．582   0．337   

1993年度  7   0．420   0．265   

トマト   0．61   0．41   

（施設・果実）  4   625－750WP   3   3   0．54   0．32   

1994年度  7   0．45   0．29   

トマト   0．40   0．32   

（施設・果実）  2   215－300SC   3   3   0．32   0－22   

1995年度  7   0．26   0．18   

トマト   0．56   0．43   

（施設・果実）  2   430－600SC   3   3   0．51   0．37   

1995年度  7   0．36   0．28   

トマト  

（施設・果実）  2   600SC   3   1   0．53   0．49   

1996，1997年度  

なす  

（施設・果実）  2   375WI’   3   
0．230  0．125  

1986年度  
3  0．171  0．109   

なす  

（施設・果実）  2   500WP   3   
1  0．372  0．181  

3  0．356  0．177   
1986年度  

なす  

（施設・果実）  2   750WP   3   
0．439  0．216  

3  0．210  0．139   
1986年度  

なす   1   0．50   0．42   

（施設・果実）  2   500－600HC   3  3   0．27   0．22   

1996年度  7   0．10   0．07   

なす  

（施設・果実）  2   600SC   3   0．27   0．15   

1996年度  

ふき   14   1．12   0．87   

（施設・葉柄）  2   375WP   3  21   1．34   0．72   

1997年度  42   0．330   0．16   

茶   7   51．8   46．1   

（製茶）  2   2，500WI’   2  14   10．2   7．59   

1981年度  21   2．25   1．38   

茶   7   1．62   1．22   

（浸出液）  2   2，500椚－   2  14   0．242   0．20   

1981年度  21   0．06   0．05   

茶  
7  73．6  53．9  

2   500－2，500Wア   2  
14  12．4  9．82  

（荒茶）  
21  3．13  2．48  

1996年度  
28  0．95  0．73   

茶  
7  3．22  2．66  

（浸出液）  2   500－2，500WP   2  
14  0．38  0．36  

21  0．13  0．10  
1996年度  

28  ＜0．05  ＜0．05   
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茶  
7  55．4  43．7  

（荒茶）  2   1，000－2，000SC   2  
14  11．0  7．83  

1996年度  
21  2．53  1．71  

28  0．55  0．48   

茶  
7  1．55  1．30  

（浸出液）  2   1，000－2，000SC   2  
0．38  0．27  

21  
1996年度  

0．07  0．07  

28  ＜0．05  ＜0．05   

注）WP：水和剤、SC：フロアブル剤、ゾル、G：粒剤、D：粉剤、EC：乳剤   

・一部に定量限界未満を含むデータの平均を計算する場合は、定量限界値を検出したものとして  

計算し、☆印を付した。   

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に＜を付して記載した。  
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ブプロフェジン（案）  

1．品目名：ブプロフェジン（Buprofezin）  

2．用途：殺虫剤  

チアジアジン環を有する殺虫剤である。脱皮異常による殺幼虫作用及び産下卵の   

不醇化による殺卵作用を示すことにより作用すると考えられている。   

3．化学名：  

2‾teZ－t－buthylimino，3－isopropylL5Nphenyl－1，3，5－thiadiazinan－4－On（IUPAC）  

2q［（1，1．dimethylethyl）imino］tetrahydro－3N（1－methylethyl）－5Lphenyl－4Jf－   

1，3，5－thiadiazin－4rone（CAS）  

4．構造式及び物性  

H3〔；  

ナcH3  
－  

＼ 
＝－■  

＿S  X-CH, 
H3C CH3  

分子式  C16H23N。OS  

分子量305．44  

水溶解度  0．387mg／L（20℃）  

分配係数  logl。Pow＝4．80  

（メーカー提出資料より）  

－1－   



5．適用病害虫の範囲及び使用方法   

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

（1）25％ブプロフェジン水和剤  

ブプロフェジン  

作物名   適用病害虫名   希釈倍数   使用  
本剤の  

液量   使用回数   
総使用回数   

1000′・）  

ヤノネカイガラムシ若齢幼虫  
1500倍  

コナカイガラムシ類若齢幼虫  
みかん  収穫14日前まで   

ミカントゲコナジラミ若齢幼虫  
1000倍   

アカマルカイガラムシ若齢幼虫  

ナシマルカイガラムシ若齢幼虫  
3回以内   3回以内  

1000～  
ヤノネカイガラムシ若齢幼虫  

1500倍  

かんきつ  
収穫45日前まで  

（みかんを除く）  

アカマルカイダラムシ若齢幼虫  

ナシマルカイガラムシ若齢幼虫   

なし   クワコナカイガラムシ若齢幼虫  収穫30日前まで  2回以内  2回以内   

もも   カイガラムシ類若齢幼虫  収穫21日前まで  3回以内  3回以内   

1000倍  
フジコナカイガラムシ若齢幼虫  

開花期まで  
かき  

但し、収削川前まで   散布  

うめ   ウメシロカイガラムシ若齢幼虫  収穫後～落葉前   

すもも   カイガラムシ類若齢幼虫  2回以内  2回以内 

びわ   ナシマルカイガラムシ若齢幼虫  収穫14日前まで   

くり   カツラマルカイガラムシ若齢幼虫  収穫7日前まで   

キウイフルーツ  クワシロカイガラムシ若齢幼虫  収穫前日まで   

4回以内  

（耕起前の空中  

ツマグロヨコバイ幼虫   
散布は2回以内、  

稲  収穫7日前まで  4回以内  耕起後の空中散布  
ウンカ類幼虫   

1000′・・－  および無人ヘリは  

2000倍  合計1回以内、小包  

装投入は1回以内）   

3回以内  

小麦   ヒメトビウンカ幼虫  収穫7日前まで  3回以内  （空中散布は  

2回以内）   

－2一   



（1）25％ブプロフェジン水和剤（つづき）  

使用  本剤の  

作物名   適用病害虫名   希釈倍数  使用時期  
液量  

を含む農薬の  
使用回数   

きゅうり   
オンシツコナジラミ幼虫   

1000～  

2000倍  

トマト  タバココナジラミ類幼虫  
1000倍   

（シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む）  

1000′）  収穫前日まで   
オンシツコナジラミ幼虫  

2000倍  3回以内   3回以内  

なす  タバココナジラミ類幼虫  

（シルバーリ∵フコナジラミ幼虫を含む）  
散布  

チャノホコリダニ幼虫   1000倍   

タバココナジラミ類幼虫  
ふき  

（シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む）  
収穫21日前まで   

クワシロカイガラムシ若齢幼虫  

茶  チャノミドリヒメヨコバイ幼虫  摘採14日前まで  2回以内  2回以内   

ミカントゲコナジラミ   

ツマグロヨコバイ幼虫   25L／  
稲  300倍  

ウンカ類幼虫  10a   
および無人ヘリは  

合計1回以内、小包  

装投入は1回以内）   

（2）40％ブプロフェジンフロアブル  

本剤の  ブプロフェジンを含む  
作物名  適用病害虫名  希釈倍数  使用液量  使用時期 使用方法  

使用回数  農薬の総使用回数   

無人ヘリコプター  

16倍  0．8L／10a   による散布   
収穫7日前まで  1回  

4回以内  

ツマグロヨコバイ幼虫  （耕起後の空中散布は2回  

稲  
ウンカ類幼虫  

以内、耕起後の空中散布  

および無人ヘリは合計1回  

16倍  0．8L／10a  水田耕起前   以内、小包装投入は1回以内）  

60倍   3L／10a  水田耕起前   
空中散布  

40～60倍  3L／10a   
2回以内  

小麦  ヒメトビウンカ幼虫  収穫7日前まで  
3回以内  

16倍  0．8L／10a   （空中散布は2回以内）  
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（3）1．5％ブプロフェジン粉剤  

使用量   
本剤の  

作物名   適用病害虫名  使用時期  
ププロフェジンを含む  

使用回数   農薬の総使用回数   

4回以内 
ツマグロヨコバイ幼虫  

稲  3～4kg／10a   4回以内   
（耕起前の空中散布は2回以内、耕起  

ウンカ類幼虫  後の空中散布および無人ヘリ散布は  

収穫7日前まで  散布  

小麦  ヒメトビウンカ幼虫  3kg／10a  3回以内  
3回以内  

（空中散布は2回以内）   

（4）20％ブプロフェジンフロアブル  

本剤の  

作物名   適用病害虫名   希釈倍数  使用液量  使用時期  を含む農薬の  
使用回数   

60′）  4回以内  

1doo倍  
150／10a   

（耕起前の空中  

ツマグロヨコバイ幼虫   散布は2回以内、  

稲  収穫7日前まで  4回以内  散布     耕起後の空中散布  
ウンカ類幼虫  

300倍  25L／10a   および無人ヘリは  

合計1回以内、小包  

装投入は1回以内）  

みかん   
ヤノネカイガラムシ若齢幼虫  

収穫14日前まで   

コナカイガラムシ類若齢幼虫  
1000倍   j回以内   3回以内   

かんきつ  アカマルカイガラムシ若齢幼虫  

ミカントゲコナジラミ若齢幼虫  収穫45日前まで   

（みかんを除く）  

1000′・・）  

んご   
クワコナカイガラムシ若齢幼虫   1500倍  収穫30日前まで  2回以内  2回以内   

な．し  

もも   
200′－－  

収穫21日前まで  3回以内  3回以内 
700レ10a  

ネクタリン  収穫45日前まで   

1000倍  2回以内  
散布  

2回以内   

すもも  
収穫30目前まで   

ウメシロカイガラムシ若齢幼虫  1回  1回   

うめ  収穫45日前まで   

1000～  
おうとう  

1500倍  

フタテンヒメヨコバイ幼虫  3000倍  
収穫30日前まで   

2回以内  2回以内  

ブドウ       コナカイガラムシ類若齢幼虫   

1000倍   
茶   クワシロカイガラムシ若齢幼虫  1000L／10a  摘採14日前まで   
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（5）1％ブプロフェジン粉剤  

本剤の  ブプロフェジンを含む  
作物名  適用病害虫名   使用量   使用時期  

使用回数   農薬の総使用回数   

4回以内  

稲   ウンカ類幼虫   4kg／10a  収穫7日前まで  4回以内  散布  
（耕起前の空中散布は2回以内、耕起  

後の空中散布および無人ヘリ散布は  

合計1回以内小包装投入は1回以内）   

（6）6％ブプロフェジン粒剤  

本剤の  ブプロフェジンを含む  
作物名  適用病害虫名   使用量   使用時期  使用方法  

使用回数  農薬の総使用回数   

4回以内  

小包装（パック）  
水田に小包装  

（耕起前の空中散布は2回以内、耕起  
稲  ウンカ類幼虫  収穫21日前まで  1回以内   いック）のまま  

20個（1kg）／10a  後の空中散布および無人ヘリ散布は  
投げ入れる  

合計1回以内／J庖装投入は1回以内）   

（7）2％ブプロフェジン粒剤  

本剤の  
作物名  適用病害虫名   使用量   使用時期  

使用回数   の総使用回数   

4回以内  

（耕起前の空中散布は2回以内、耕起  

稲   ウンカ類幼虫  3／、4kg／10a  収穫21日前まで  4回以内   
湛水  

後の空中散布および無人ヘリ散布は  
散布  

合計1回以内小包装投入は1回以内、  

散布は4回以内）   

（8）10％ブプロフェジン・10％アミトラズ乳剤  

アミトラズ  

作物名   
本剤の  

適用病害虫名   希釈倍数  使用液量  使用時期   使用方法   方法  を含む農薬の  

総使用回数   

かんきつ  
収穫45目前まで   

（みかんを除く）  ヤノネカイガラムシ若齢幼虫  

ミカンサビダニ  750′－）  200′、  

1回以内  散布  1回以内  3回以内   
コナカイガラムシ類若齢幼虫  

ロウムシ類幼虫  

みかん  収穫14日前まで   
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（9）20％ブプロフェジン・4％フェンピロキシメートフロアブル  

ププロフェジン  

作物名   適用病害虫名   希釈倍数  使用液量  使用時期  本剤の 使用方法  使用 方法   を含む農薬の 総使 

用回数   

ヤノネカイガラムシ若齢幼虫  

アカマルカイガラムシ  1000倍   

コナカイガラムシ類  
みかん  収穫14日前まで   

1000′－－  

ミカンサビダニ  
2000倍  

チャノホコリダニ   2000倍   

3回以内   
ヤノネカイガラムシ若齢幼虫  200（一  

アカマルカイガラムシ  
1回   1回  

700L／10a  

かんきつ  コナカイガラムシ類   

1000～  
収穫45日前まで  

（みかんを除く）  

ミカンサピグニ  
2000倍  

チャノホコリダニ   2000倍   

いちじく   コナカイガラムシ類   収穫14日前まで  

1000倍  2回以内   

キウイフルづ   クワシロカイガラムシ  
散布  

1000～  
コナジラミ類  

トマト  2000倍   

トマトサビダニ   1000倍   

1000′－・一  収穫前日まで         100～  
コナジラミ類  3回以内  3回以内  3回以内  

なす  300L／10a                    2000倍  

チャノホコリダニ   1000倍   

コナジラミ類   
1000～  

きゆうり  
2000倍   

クワシロカイガラムシ若齢幼虫   1000L／10a   

チャノミドリヒメヨコバイ  

チャノホソガ  
茶  1000倍    摘採14日前まで  1回  2向以内   1回  

チャノホコリダニ  
400L／10a   

チャノナガサビダニ  

ミカントゲコナジラミ  
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6．作物残留試験  

（1）分析の概要   

①分析対象の化合物  

・ブプロフェジン  

②分析法の概要   

粉砕試料をアセトン（稲わらについてはメタノール）で抽出し、水／n－ヘキサン  

の液々分配により精製後、ガスクロマトグラフ（FTD又はFID注））で定量する。   

注）FTD：Flame Thermionic Detector（アルカリ熱イオン化検出器）  

FID：FlameIonization Detector（水素炎イオン化検出器）  

（2）作物残留試験結果  

①水稲  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、 部％水和剤の1，000倍希   

釈液を計4回散布（160，150－200L／10a）したところ、散布後7～31日の最大残留量   

注1）は0．056、0．128ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われて   

いない。注2）   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、 部％水和剤の1，000倍  

希釈液を計4回散布（160，150－200L／10a）したところ、散布後7～31日の最大残留  

量は11．2、30ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、2％粒剤を計4回散布（4kg／10a）  

散布したところ、散布後21～60日の最大残留量は0．02、0．005ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、2％粒剤を計4回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後21～60日の最大残留量は3．0、1．58ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、40％フロアブルの40倍希  

釈液を1回空中散布（3L／10a）したところ、散布後86、83日の最大残留量はく0．005、  

く0．005ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、40％フロアブルの40倍  

希釈液を1回空中散布（3L／10a）したところ、散布後86、83日の最大残留量は0．02、  

0．19ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を1回散布（120L／10a）したところ、散布後77、83日の最大残留量はく0．005、  
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く0．005ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を1回散布（120L／10a）したところ、散布後77、83日の最大残留量はく0．01、  

0．01ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粉剤を計4回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は0．026、0．030ppmであっ  

た。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粉剤を計4回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は17．8、8．52ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、40％フロアブルの16倍希  

釈液を1回空中散布（0．8L／10a）したところ、散布後47、52日の最大残留量はく0．005、  

く0．005，ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、40％フロアブルの16倍  

希釈液を1回空中散布（0．8L／10a）したところ、散布後47、52日の最大残留量は  

0．96、2．10ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希  

釈液を1回散布（80L／10a）したところ、散布後47、52日の最大残留量はく0．005、  

く0．005ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍  

希釈液を1回散布（80L／10a）したところ、散布後47、52日の最大残留量は0．24、  

0．20ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、40％フロアブルの16倍希  

釈液を1回空中散布（0．8L／10a）したところ、散布後30．日の最大残留量は0．016、  

0．022ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤のJ4ク倍希釈  

液を計4回又は3回散布（25L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は0．10、  

0．03ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤のノ4♂倍希  

釈液を計4回又は3回散布（25L／10a）したところ、散布複7日の最大残留量は11．75、  
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1．1，1ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤のβ♂♂倍希釈  

液を計4回又は3回散布（25L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は0．05、  

0．05ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤のβββ倍希  

釈液を計4回又は3回散布（25L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は5．22、  

2．36ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、6％粒剤を1回散布（100g  

XlO袋／10a）及び2％粒剤を計3回散布（3，4kg／10a）したところ、散布後21日  

の最大残留量はく0．01、く0．01ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、6％粒剤を1回散布（100g  

XlO袋／10a）及び2％粒剤を計3回散布（3，4kg／10a）したところ、散布後21日  

の最大残留量は3．64、4．28ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計4回散布したところ、散布後7日の最大残留量は0．122、0．060ppm  

であった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計4回散布（150L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は3．76、5．42  

ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計4回散布（150L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は0．158、0．088  

ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計4回散布（150L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は5．04、10．5  

ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの300倍  

希釈液を計4回散布（25L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は0．070、0．025  

ppmであった。  
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水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの300  

倍希釈液を計4回散布（25L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は1．26、2．23  

ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計3回散布（150L／10a）及び40％フロアブルの16倍希釈液を1回空中散布  

（0．8L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は0．042、0．113ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を3回散布（150L／10a）及び40％フロアブルの16倍希釈液を1回空中散布  

（0．8L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は2．30、7．36ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、40％フロアブルの16倍希  

釈液を1回散布（0．8L／10a）したところ、散布後20，21日の最大残留量は0．008、  

0．027 ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、40％フロアブルの16倍  

希釈液を1回散布（0．8L／10a）したところ、散布後20，21日の最大残留量は0．43、  

1．19ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後20，21日の最大残留量は0．022、  

0．046ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈幸夜を1回散布（150L／10a）したところ、散布後20，21日の最大残留量は0。66、  

1．25ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後20，21日の最大残留量は0．031、  

0．051ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後20，21日の最大残留量は1．12、  

1．88ppmであった。   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、2％粒剤を計4回散布（4kg／10a）  

したところ、散布後21～28日の最大残留量はく0．01、く0．01ppmであった。  
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水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、2％粒剤を計4回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後21～28日の最大残留量は3．24、6．87ppmであった。  

②′ト麦  

小麦（子実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計3回散布（200L／10a）したところ、散布後7～30日の最大残留量は0．084、   

0．093ppmであった。  

′」、麦（子実）を用いた作物残留試験（2例）において、40％フロアブルの40倍希   

釈液を1回空中散布（3L／10a）したところ、散布後19、31日の最大残留量は0．066、   

0．006 ppmであった。  

小麦（子実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を1回散布（120L／10a）したところ、散布後19、31日の最大残留量は0．044、   

0．008ppmであった。  

小麦（子実）を用いた作物残留試験（2例）において、40％フロアブルの16倍希   

釈液を1回散布（0．8L／10a）したところ、散布後30、28日の最大残留量はく0．005、   

0．005ppmであった。  

小麦（子実）を用いた作物残留試験（1例）において、25％水和剤の1，200倍希   

釈液を1回散布（100L／10a）したところ、散布後30日の最大残留量は〈0．005ppm  

であった。  

小麦（子実）を用いた作物残留試験（1例）において、 25％水和剤の1，000倍希   

釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後28日の最大残留量は0．005ppm   

であった。  

③みかん  

みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の〟♂倍希   

釈液を計夕回散布（500L／10a）したところ、散布後14～31日の最大残留量は0．04、   

0．071ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の〝β倍希  

釈液を計夕回散布（500L／10a）したところ、散布後14～31日の最大残留量は0．72、  

0．80ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

みかん（ジュース）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の〟♂  

倍希釈液を計夕回散布（500L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は0．014、  

0．02ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  
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みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計4回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布（700L／10a）  

したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．23、0．03ppmであった。ただし、  

これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計4回散布（700L／10a）、及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布（700L／10a）  

したところ、散布後14～42日の最大残留量は11．05、1．06ppmであった。ただし、  

これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

みかん（果実注4））を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000  

倍希釈液を計4回散布（700L／10a）、及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布  

（700L／10a）したところ、散布後14～42日．の最大残留量は1．73、0．27ppmであっ  

た。ただし、’これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計3回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を計2回散布  

（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．20、0．04ppmであっ  

た。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計3回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を計2回散布  

（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は5．38、1．58ppmであっ  

た。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

みかん（果実注4））を用いた作物残留試験（2例）におし、て、25％水和剤の1，000  

倍希釈液を計3回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を計2回散布  

（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は1．42、0．27ppmであっ  

た。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を1回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布（700L／10a）  

したところ、敷布後14～42日の最大残留量は0．01、く0．01ppmであった。   

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を1回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布（700L／10a）  

したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．55、0．40ppmであった。  

みかん（果実注4））を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000  
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倍希釈液を1回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布（700L／10a）  

したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．10、0．07ppmであった。  

みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計2回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布（700L／10a）  

したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．01、0．02ppmであった。   

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計2回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布（700L／10a）  

したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．42、0．62ppmであった。  

みかん（果実注4））を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000  

倍希釈液を計2回散布（700L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布  

（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．06、0．13ppmであっ  

た。  

みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．02、  

0．02ppmであった。   

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は1．68、  

0．82ppmであった。   

みかん（果実注4））を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000  

倍希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は  

0∴∋1、0．15ppmであった。  

みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は  

0．081、0．052ppmであった。   

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は  

1．16、1．56ppmであった。   

みかん（果実注4））を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの  

1，000倍希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留  

量は0．28、0．450ppmであった。  
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③夏みかん  

夏みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000   

倍希釈液を計3回散布（500，600L／10a）したところ、散布後45～90日の最大残留   

量は0．010、く0．01ppmであった。   

夏みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000  

倍希釈液を計3回散布（500，600L／10a）したところ、散布後45～90日の最大残留  

量は0．26、0．23ppmであった。   

夏みかん（果実注4））を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000  

倍希釈液を計3回散布（500，600L／10a）したところ、散布後45～90日の最大残留  

量は0．10、0．．08ppmであった。  

夏みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000  

倍希釈液を計2回散布（500，600L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布  

（500，600L／10a）したところ、散布後45～90日の最大残留量は0．010、0．007ppm  

であった。   

夏みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000  

倍希釈液を計2回散布（500，600L／10a）10．0％乳剤の750倍希釈液を1回散布（500、  

600L／10a）したところ、散布後45～90日の最大残留量は0．22、0．19ppmであった。   

夏みかん（果実注4））を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000  

倍希釈液を計2回（500，600L／10a）、及び10．0％乳剤の750倍希釈液を1回散布（500、  

600L／10a）したところ、散布後45～90日の最大残留量は0．09、0．06ppmであった。  

夏みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後44注3）～87日の最大残留量  

は〈0．005、く0．005ppmであった。   

夏みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後44注3）～87日の最大残留量  

は0．12、0．11ppmであった。   

夏みかん（果実注4））を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの  

1，000倍希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後44注3）～87日の最大  

残留量は0．038、0．035ppmであった。  

⑤ゆず  
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ゆず（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計2回散布（500L／10a）したところ、散布後56日の最大残留量は〈0．01ppm  

であった。  

ゆず（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、10％乳剤の750倍希釈液  

を1回散布（450L／10a）したところ、散布後51日の最大残留量は0．03ppmであっ  

た。  

（註すだち  

すだち（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、25％水和剤の1，000倍   

希釈液を計3回散布（500L／10a）したところ、散布後42日の最大残留量は0．02ppm   

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

すだち（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、25％水和剤の1，000倍   

希釈液を計2回散布（500L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液（500L／10a）を1回   

散布したところ、散布後42日の最大残留量は0．01ppmであった。ただし、これら   

の試験は適用範囲内で行われていない。  

すだち（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後56日の最大残留量は0．013   

ppmであった。  

⑦かぼす  

かぼす（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、20％水和剤の1，000倍   

液を計3回散布（700L／10a）したところ、散布後65日の最大残留量はく0．005ppm   

であった。  

⑧だいだい  

だいだい（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000   

倍希釈液を計3回散布（500L／10a）したところ、散布後56～89日の最大残留量は   

く0．01、0．18ppmであった。  

だいだい（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000   

倍希釈液を計2回散布（500L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回散布   

（500L／10a）散布したところ、散布後56～89日の最大残留量は〈0．01、0．08ppmで   

あった。  

⑨レモン  

レモン（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、 25％水和剤の1，000倍   

希釈液を計3回散布（500L／10a）したところ、散布後42注5）～84日の最大残留量は  
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0．69ppmであった。   

レモン（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計2回散布（500L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回（500L／10a）  

散布したところ、散布後42注5）～84日の最大残留量は0．28ppmであった。  

⑩スイートオレンジ  

スイートオレンジ（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、 25％水和剤   

の1，000倍希釈液を計3回散布（500L／10a）したところ、散布後42注5）～84日の最   

大残留量は0．62ppmであった。   

スイートオレンジ（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、 25％水和剤  

の1，000倍希釈液を計2回散布（500L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回  

（500L／10a）散布したところ、散布後42注5）～84日の最大残留量は0．36ppmであっ  

た。  

⑪びわ  

びわ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   
釈液を計2回散布したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．074、0．100ppm   

であった。  

⑫キウイフルーツ  

キウイフルーツ（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の   

1，000倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量   

は0．033、0．013ppmであった。   

キウイフルーツ（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の  

1，000倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量  

は41．8、24．8ppmであった。  

キウイフルーツ（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブ  

ルの1，000倍希釈液を計2回散布（400，500L／10a）したところ、散布後1～28日の  

最大残留量は0．16、0．08ppmであった。  

キウイフルーツ（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の  

1，000倍希釈液を計2回散布（400，500L／10a）したところ、散布後1～28日の最大残  

留量は0．10、0．06ppmであった。  

⑬もも  
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もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計3回散布（138，500L／10a）したところ、散布後21～28 日の最大残留量は  

0．076、0．074ppmであった。   

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計3回散布（138，500L／10a）したところ、散布後21～28日の最大残留量は3．56、  

1．24ppmであった。  

もも（果肉）を用いた作物残留試験（1例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（500L／10a）したところ、散布21日の最大残留量は0．346ppm  

であった。   

もも（果皮）を用いた作物残留試験（1例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（500L／10a）したところ、散布後21日の最大残留量は11．6ppm  

であった。   

もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（500，300L／10a）したところ、散布後21～42日の最大残留量  

は0．54、0．19ppmであった。   

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈を計3回散布（500，300L／10a）したところ、散布後21～42日の最大残留量  

は8．09、7．40ppmであった。  

⑭なし  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の2，000倍希   

釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後45～60日の最大残留量は0．022、   

0．024ppmであった。  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後30～60日の最大残留量は0．168、   

0．156ppmであった。  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後29～44日の最大残留量は0．094、   

0．062ppmであった。  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400，625L／10a）したところ、散布後28注3）～56日の最大残   

留量は0．853、0．472ppmであった。  
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うめ  

うめ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計4回散布（800，500L／10a）したところ、散布後106、136日の最大残留量   

はく0．005、く0．005ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われてい   

ない。  

うめ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計4回散布（500L／10a）したところ、散布後104、132日の最大残留量   

はく0．01、0．010ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていな  

い。  

うめ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400，375L／10a）したところ、散布後43注3）～114日の最大   

残留量は0．082、0．132ppmであった。  

⑯りんご  

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（700L／10a）したところ、散布後28注3）～44日の最大残留量は   

0．18、0．08ppmであった。  

⑰かき  

かき（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（500L／10a）したところ、散布後44注3）～60日の最大残留量は0．043、   

0．184ppmであった。  

⑬すもも  

すもも（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍   

希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後28注3）～45日の最大残留量は   

0．13、0．061ppmであった。  

すもも（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍   

希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後28注3）～42日の最大残留量は   

0．11、0．06ppmであった。  

すもも（果実）、を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後30～51日の最大残留量は   

0．046、0．056ppmであった。  

すもも（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後42～84日の最大残留量は0．06  
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ppmであった。  

⑲ネクタリン  

ネクタリン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの   

1，000倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後42日の最大残留量は   

0．】＿1、0．13ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑳あんず  

あんず（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を1回散布（200，350L／10a）したところ、散布後30～45日の最大残留量は   

0．30、0．19ppmであった。  

㊧ぶどう  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、25％水和剤の4，000倍   

希釈液を計2回散布（300L／10a）したところ、散布後31～60日の最大残留量はく0。005   

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2タ％水和剤のZクβク倍   

希釈液を計2回散布（300L／10a）したところ、散布後31～60日の最大残留量はく0．005、   

0．010ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、ガ％水和剤のノ，♂♂♂倍   

希釈液を計2回散布（300L／10a）したところ、散布後31～60日の最大残留量は0．079   

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤のZβββ倍   

希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後30～61日の最大残留量は0．292、   

0．284ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、∠汐％水和剤の3，000倍   

希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後30～61日の最大残留量は0．185、   

0．217ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルのノ，β♂β   

倍希釈液を計2回散布（200，300L／10a）したところ、散布後30～58日の最大残留量   

は0．18、0．26ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていな   

い。，  

⑲おうとう  

おうとう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後28注2）～43日の最大残留量は  
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0．50、0．086ppmであった。  

⑳いちじく  

いちじく（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（500，440－550L／10a）したところ、散布後14～44日の最大残   

留量は0．24、0．24ppmであった。  

㊧くり  

くり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（350，500L／10a）したところ、散布後7～15 日の最大残留量は   

く0．005、く0．005ppmであった。  

⑮きゆうり  

きゅうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の〝♂倍   

希釈液を計2回散布（400，115L／10a）したところ、散布後1～21日の最大残留量は   

0・730、0・250ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（4例）において、25％水和剤の1，000   

倍希釈液を計3回散布（220－300，300，300，300L／10a）したところ、散布後1～7日   

の最大残留量は0．75、0．35、0．68、0．36ppmであった。  

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000   

倍希釈液を計3回散布（242，250L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は   

0．52、0，38ppmであった。  

きゅうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のもフロアブルの1，000   

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は0．36、   

0．45ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のもフロアブルの1，000   

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1日の最大残留量は0．39、0．44   

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑲トマト  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の5りク倍希   

釈液を計3回散布（400L／10a）したところ、散布後1～21日の最大残留量は1．22、   

0．494ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍   

希釈液を計3回散布（400L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量は0．405、   

0．348ppmであった。  
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トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍  

希釈液を3回散布（300，250L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は0．282、  

0．732ppmであった。   

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は0．392、  

0．308ppmであった。   

トマト（果実）を用いた作物残留試験（4例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計3回散布（250－300，300，250，300L／10a）したところ、散布後1～7日の最  

大残留量は0．48、0．30、0．53、0．61ppmであった。   

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のムフロアブルの2，000  

倍希釈液を計3回散布（215－300，300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留  

量は0．36、0．30ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われてい  

ない。  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のらフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（215－300，300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留  

量は0．51、0．38ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われてい  

ない。  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、2のムフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1日の最大残留量は0．52ppm  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、2のムフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1日の最大残留量は0．457ppm  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑳なす  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の2，000倍希   

釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～3日の最大残留量は0．227、   

0．124ppmであった。  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，500倍希   

釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～3日の最大残留量は0．362、   

0．128ppmであった。  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希   

釈‡夜を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～3日の最大残留量は0．436、  
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0．132ppmであった。  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のもフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（250，300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は  

0．48、0．42ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のもフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1日の最大残留量は0．26、0．04  

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑳ふき  

ふき（葉柄）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計3回散布（150L／10a）したところ、散布後21～42日の最大残留量は0．517、   

1．34ppmであった。  

⑲茶  

茶（製茶）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希釈   

液を計2回散布（1000L／10a）したところ、散布後14～21日の最大残留量は9．84、7．13   

ppmであった。   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計2回散布（1000L／10a）したところ、散布後14～21日の最大残留量は0．239、  

0．192ppmであった。   

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希釈  

液を計2回散布（200，1000L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量は12．4、  

9．25ppmであった。   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計2回散布（200，1000L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量は  

0．36、0．36ppmであった。   

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％フロアブルの1，000倍  

希釈液を計2回散布（500，1000L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量  

は6．90、10．8ppmであった。   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計2回散布（500，1000L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留  

量は0．16、0．38ppmであった。  
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これらの試験結果の概要については、別紙1－1を参照。また、海外で実施された作  

物残留試験成績の結果の概要については、別紙1－2を参照。  

注1）最大残留量‥当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期  

間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、  

それぞれの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2）適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない条  

件を斜体で示した。  

注3）経過日数28、43及び44日の試験については、本来最大使用条件下として定められた30、  

45日の試験成績の誤差範囲内とみなし、当該試験成績を残留基準値の検討を行う際の参考と  

している。  

注4）みかん及びなっみかんの果実については、果肉と果皮に分けて分析した結果を果実当たりに  

換算して算出している。  

注5）レモン及びスイートオレンジの経過日数42日の試験については、42、56及び84日の3時  

点における減衰等を考慮し、本来最大使用条件下として定められた45日の試験成績の誤差範  

囲とみなし、当該試験成績を残留基準値の検討を行う際の参考としている。  

7．魚介類への推定残留量   

本農薬については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省か   

ら魚介類に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本農薬の  

水産動植物被害予測濃度注1）及び生物濃縮係数（BCF：Bioconcentration Factor）から、   

以下のとおり魚介類中の推定残留量を算出した。  

（1）水産動植物被害予想濃度  

本農薬が水田及び水田以外のいずれの場面においても使用されることから、水田   

PECtier2注2）及び非水田PECtierl注3）を算出したところ、水田PECtier2は0．22ppb、非水田   

PECtierlは0．028ppb となったことから、水田PECtier2の0．22ppbを採用した。  

（2）生物濃縮係数   

14cで標識したブプロフェジン（0．04ppm）を用いた14日間の取込期間及び7日間の排   

泄期間を設定したブルーギルの魚類濃縮性試験が実施された。14c一放射能濃度分析（水   

及び魚体10、11日目時点）及び代謝物の定性定量（魚体11及び14日、水7日）を実施し   

た結果、魚体全身中の総残留放射能（TRR）が90％平衡に達する推定時間は1．7日と算出   

された。また、11～14日目における魚肉及び内臓のTRRに占めるブプロフェジンの割合   

はそれぞれ26．6～37．2％（平均：31．9％）及び14．8～15．5％（平均：15．2％）であっ  
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た。この結果から得られる魚体中のブプロフェジンの割合は19．3％と算出された。ま  

た二試験水中のTRRに占めるブプロフェジンの割合は、4～14日目における試験水中に  

おけるブプロフェジンの濃度を踏まえ56．4％と算出された。   

本試験から求められるTRRとしてのBCFは、BCFs畠注4）＝476、BCFk注5）＝464と算出された  

が、このBCFssの値は全ての代謝物を含んでいる。ブプロフェジンとしてのBCF′を算出  

するためには、水中および全身のTRRに占めるブプロフェジンの割合を考慮し、ブプロ  

フェジンとしてのBCFは、   

BCFssX（（魚体全身中のブプロフェジンの平均％）／（試験水中のブプロフェジンの  

平均％））  

476 ×（19．3％／56．4％）＝163 と算出された。  

（3）推定残留量  

（1）及び（2）の結果から、水産動植物被害予測濃度：0．22ppb、BCF：163とし、   

下記のとおり推定残留量が算出された。  

推定残留量＝0．22ppbX（163×5）＝179．3ppb≒0．18ppm  

注1）農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準  

設定における規定に準拠。  

注2）水田中や河川中での農薬の分解や土壌・底質への吸着、止水期間等を考慮して算出したも  

の。  

注3）既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出したもの。  

（参考：平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中に  

残留する農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留  

基準設定法」報告書）  

注4）BCFss：定常状態における被験物質の魚体中濃度と水中濃度の比で求められたBCF  

注5）BCFk‥被験物質の取込速度定数と排泄速度定数から求められたBGF  

注6）BCFkについては、排泄期間における代謝物の経時的な定性・定量が実施されていないことから、  

ププロフェジンとしてのBCFkは算出していない。  

8．畜産物の推定残留量   

本農薬については、稲に適用があるため、飼料として給与した稲わらや稲発酵粗飼   

料を通じ家畜の筋肉等への移行が想定されることから、農林水産省から畜産物に関す   

る残留基準の見直しについて要請されている。 このため、飼料の最大給与割合等から   

算出した飼料中の最大残留農薬濃度と、JMPRにおける評価時に使用された動物飼   

養試験の結果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留量を算出した。  
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（1）飼料中の残留農薬濃度  

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35号）   

に定める飼料一般の成分規格等と飼料の最大給与割合等から、飼料の摂取によって   

家畜が暴露されうる飼料中の残留農薬濃度を算出した。  

本剤については、稲わら及び稲発酵粗飼料中に残留する農薬の指導基準として、   

それぞれ25ppm及び15ppmと設定されている。この指導基準や、前述の成分規格   

等で定められている基準値上限まで飼料中に農薬が残留している場合を仮定し、こ   

れに飼料の最大給与割合等を掛け合わせることにより飼料中の最大残留農薬濃度   

（MDB；Maximum Dietary Burden）を算出したところ、乳牛において20ppm、肉牛に   

おいて17ppmと推定された。  

（2）動物飼養試験（家畜残留試験）  

今回、畜産物中の推定残留量を算出するにあたっては、1999年にJMPRにおい   

て評価された際に用いられた飼養試験の結果を参照した。   

乳牛に対し、飼料中濃度としてブプロフェジン5、15、50ppm相当を含有するゼラ  

チンカプセルを28日間にわたり摂食させ、筋肉、脂肪、肝臓、腎臓中のブプロフェ  

ジンを測定した（定量限界：0．05ppm）。また、牛乳については、投与開始後、1、2、  

4、7、10、14、17、21、24及び28 日目に搾乳したものを測定した（定量限界：0．01  

ppm）。結果については表1を参照。  

表1．組織中の残留量（ppm）  

5．Oppm   15ppm   50ppm  

投与群   投与群   投与群   

〈0．05（最大）   く0．05（最大）   〈0．05（最大）  
筋肉  

く0．05（平均）   く0．05（平均）   く0．05（平均）   

く0．05（最大）   く0．05（最大）   0．12（最大）  
脂肪  

〈0．05（平均）   く0．05（平均）   0．10（平均）   

く0．05（最大）   く0．05（最大）   0．05（最大）  
肝臓  

〈0．05（平均）   く0．05（平均）   く0．05（平均）   

〈0．05（最大）   く0．05（最大）   く0．05（最大）  
腎臓  

〈0．05（平均）   く0．05（平均）   く0．05（平均）   

乳   〈0．01（平均）   く0．01（平均）   0．012（平均）   

（3）推定残留量  

飼養試験における投与量とMDB又は作物残留試験の中央値（STMR；Supervised   

Trials Median Residue）を用いて求めた平均的な残留農薬濃度（STMR dietary  
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burden）を用いて算出した畜産物中の推定残留量を比較し、推定残留量の最大値を  

求めた。結果については表2を参照。  

表2 畜産物中の推定残留量；牛（ppm）  

筋肉   脂肪   肝臓   腎臓   乳   

Maximum  く0．05   0．060   0．050   く0．05   0．010  
Dietary  

Burden   肉牛   く0．05   0．054   0．050   く0．05  

STMR  乳牛   く0．05   〈0，05   く0．05   く0．05   く0．01  
Dietary  
Burden  肉牛   く0．05   〈0．05   く0．05   く0．05  

最大値  く0．05   0．060   0．050   く0．05   0．010   

9．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号及び同条第2項の  

規定に基づき、平成19年8月21日付け厚生労働省発食安第0821002号により  

食品安全委員会あて意見を求めたブプロフェジンに係る食品健康影響評価について、以  

下のとおり評価されている。  

無毒性量：0．90mg／kg体重／day（発がん性は認められなかった。）  

（動物種）  ラット  

（投与方法）  混餌  

（試験の種類）  慢性毒性／発がん性併合試験  

（期間）  

安全係数：100  

ADI：0．009mg／kg体重／day  

2年間  

10．諸外国における状況   

1991年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADIが設定されている。 国際基準はきゆう   

り、オレンジ及びトマトに設定されている。   

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーランドについて調査   

した結果、米国においてアセロラ、あんず等に、オーストラリアにおいてかんきつ類果   

実、ぶどう等に、ニュージーランドにおいてかんきつ類果実、ぶどう等に基準値が設定   

されている。  

11．基準値案  

（1）残留の規制対象  
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ブプロフェジン本体のみ  

魚介類については推定残留量を算出する際に得られた実測BCFおよび水産PECが  

ブプロフェジンのみを対象としていることから、魚介類の規制対象をブプロフェジ  

ンのみとすることとした。  

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価  

対象物質としてププロフェジン（親化合物のみ）と設定されている。  

（2）基準値案  

別紙2のとおりである。  

（3）暴露評価  

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定さ   

れる量のブプロフェジンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づ   

き試算される、1日当たり摂取する農薬の量（推定一目摂取量（EDI））のADI   

に対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。  

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が   

全くないとの仮定の下におこなった。  

EDI／ADI（％）注）   

国民平均   36．5   

幼小児（1～6歳）   67．0   

妊婦   34．6   

高齢者（65歳以上）   37．4   

注）作物残留試験成績等がある食品についてはEDI試算、それ以外の食品についてはTMDI   

試算を行った。高齢者の畜産物及び水産物並びに妊婦の水産物については、摂取量デー  

タがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品   

一般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今   

般、残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  
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（別紙1－1）  

ブプロフェジン国内作物残留試験一覧表  

試験圃  試験条件  最大残留量（ppm）  
農作物  場数  剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ププロフェジン】  

水稲   1000倍散布   7，14，21，30日  圃場A：0．056（4回、7日）（＃）   
2  50％水和剤  160L，150L－200L／10a  

4回  

（玄米）  7，14，20，31日  圃場B：0．128（4回、7日）（＃）   

水稲   1000倍散布   7，14，21，30日  圃場A：11．2（4回、7日）（＃）   
2  50％水和剤  160L，150ト200L／10a  

4回  

（稲わら）  7，14，20，31日  圃場B：30（4回、7日）（＃）   

水稲  圃場A：0．02  
2   2％粒剤   4kg／10a散布   4回  三迫，30，45，60日  

（玄米）  圃場B：0．005   

水稲  圃場A：3．0（4回、30日）  
2   2％粒剤   4kg／10a散布   

（稲わら）  
4回  呈上，30，45，60日   圃場B：1．58（4回、30日）   

水稲   40倍空中散布   86日  圃場A：〈0．005   
2  40％フロアプル  1回  

（玄米）  
3L／10a  83日  圃場Bニく0．005   

水稲   
2  40％フロアプル   

40倍空中散布   86日  圃場A：0．02   1回  

（稲わら）  
3L／10a  83日－  圃場B：0．19   

水稲   1000倍散布   77日  圃場A：〈0．005   
2  25％水和剤  1回  

（玄米）  
120L／10a  83日  圃場B：〈0．005   

水稲   1000倍散布   77日  圃場A：く0．01   
2  25％水和剤  1回  

（稲わら）  
120L／10a  83日  圃場B：0．01   

水稲  ヱ，14，21日  圃場A：0．026  
2   1．5％粉剤   4kg／10a散布   皇回  

（玄米）  圃場B：0．030       ヱ，13，20日   

水稲  
2   1．5％粉剤   4kg／10a散布   4回  ヱ，14，21日  圃場A：17．8  

（稲わら）  圃場B：8．52       ヱ，13，20日   

水稲   16倍空中散布   47日  圃場A：く0．005（1回、47日）   
2  40％フロアプル  旦回  

0．8L／10a  
（玄米）  52日  圃場B：く0．005（1回、52日ト   

水稲   16倍空中散布   47日  圃場A：0．96（1回、47日）   
2  40％フロアプル  上回  

（稲わら）  
0．8L／10a  52日    圃場B：2．10（1回、52日）   

水稲   2000倍散布   47日  圃場A：く0．005（1回、47日）   
2  25％水和剤  1回  

（玄米）  
80L／10a  52日  圃場B：く0．005（1回、52日）   

水稲   2000倍散布   47日  圃場A：0．24（1回、47日）   
2  25％水和剤  1回  

（稲わら）  
80L／10a  52日  圃場B：0．20（1回、52日）   

水稲   16倍散布   
圃場A：0．016（1回、30日）   

2  40％フロアブル  0．8L／10a  上回   
（玄米）  30日            圃場B：0．022（1回、30日）   

水稲   140倍散布   圃場A：0．10（4回、7日）（＃）   
2  25％水和剤  

（玄米）  
25L／10a  3，4回   7日  

圃場B：0．05（3回、7日）（＃）   

水稲   140倍散布   圃場A：11．75（4回、7日）（＃）   
2  25％水和剤  

（稲わら）  
25L／10a  3，4回   7日  

圃場B：1．11（3回、7日）（＃）   

水稲   30、0倍散布   圃場A：0．05（4回、7日）（＃）   
2  25％水和剤  

（玄米）  
25L／10a  3，4回   7日            圃場B：0．05（3回、7日）（＃）   

水稲   300倍散布   圃場A：5．22（4回、7日）（＃）   
2  25％水和剤  

（稲わら）  
25L／10a  3，4回   7日  

圃場B：2．36（3回、7日）（＃）   

水稲   6％粒剤   圃場A：〈0．01   

（玄米）  

2  

＋2％粒剤   ＋3kg／10a散布  100gXlO袋／10a散布  埋回  呈土日  
圃場B：く0．01   

水稲   6％粒剤   100gXlO袋／10a散布  上±呈回  弘日   圃場A：3．64   

（稲わら）  

2  

＋2％粒剤   ＋3kg／10a散布  圃場B：4．28   

水稲   1000倍散布   圃場A：0．122   
2  20％フロアプル  150L／10a  4回   

（玄米）  

三日  
圃場B：0．060   

水稲   1000倍散布   圃場A：3．76   
2  ・20％フロアプル  

（稲わら）  
150L／10a  4回   三日            圃場B：5．42   

水稲   1000倍散布   圃場A：0．158   
2  25％水和剤  150L／10a  4回   

（玄米）  

三日  
圃場B：0．088   

水稲   1000倍散布   圃場A：5．04   
2  25％水和剤  

（稲わら）  
150L／10a  皇回   三日            圃場B：10．5   
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農作物   試験圃 場数   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ブプロフェジン】  

水稲   300倍散布   圃場A：0．070   

2  20％フロアプル  25L／10a  皇回   
（玄米）  

三日  
圃場B：0．025   

水稲   300倍散布   圃場A：1．26   

2  20％フロアプル  25L／10a  4回   
（稲わら）  

7日  
圃場B：2．23   

水稲   25％水和剤   1000倍散布150L／10a   圃場A：0．042   

（玄米）  2      出回  ヱ，14日       十40％フロアプル  十16倍空中散布0．8L／10a    圃場B：0．113（4回、14日）   

水稲   25％水和剤   圃場A：2．25   

（稲わら）  2    1000倍散布150L／10a  出回  ヱ，14日       十40％フロアプル  ＋16倍空中散布0．8L／10a  圃場B：7．36   

水稲   16倍散布   20日  圃場A二0．008（1回、20日）   
2  40％フロアプル  1回  

（玄米）  
0＿8L／10a  21日  圃場B：0．027（1回、21日）   

水稲   16倍散布   20日  圃場A：0．43（1回、20日）   
2  40％フロアプル  1回  

（稲わら）  
0．8L／10a  21日  圃場B：1．19（1回、21日）   

水稲   1000倍散布   20日  圃場A：0．022（1回、20日）   
2  20％水和剤  1回  

（玄米）  
150L／10a  21日  圃場B：0．046（1回、21日）   

水稲   1000倍散布   20日  圃場A：0．66（1回、20日）   
2  20％水和剤  1回  

（稲わら）  150L／10a  21日  圃場B：1．25（1回、21日）   

水稲   1000倍散布   20日  圃場A二0．031（1回、20日）   
2  25％水和剤  1回  

（玄米）  
150L／10a  21日  圃場B：0．051（1回、21日）   

水稲   1000倍散布   20日  圃場A：1．12（1回、20日）   
2  25％水和剤  1回  

（稲わら）  150L／10a  21日  圃場B：1．88（1回、21日）   

水稲  圃場A：く0．01  
2   2％粒剤   4kg／10a散布   4回  呈1，28日  

（玄米）  圃場B：〈0．01   

水稲  圃場A：3．24  
2   2％粒剤   4kg／10a散布   4回  呈上28日  

（稲わら）  圃場B：6．87   

小麦   1000倍散布   10，18，25，32日  圃場A：0．084（3回、10日）   
2  25％水和剤  旦回  

（子実）  200L／10a  ヱ，14，21，30日  圃場B：0．093   

小麦   40悟空中散布   19日  圃場A：0．066（1回、19日）   
2  40％フロアプル  1回  

（子実）  、3L／10a  31日  圃場B：0．006（1回、31日）   

小麦   1000倍散布   19日  圃場A：0．044（1回、19日）   
2  25％水和剤  1回  

（子実）  120L／10a  31日  圃場B：0．008（1回、31日）   

小麦   16悟空中散布   30日  圃場A二く0．005（1回、30日）   
2  40％フロアプル  上回  

（子実）  0．8L／10a  28日  圃場B二0．005（1回、28日）   

小麦  
ロ  25％水和剤   

1200倍散布  

（子実）  

1回   

100L／10a  30日  圃場A：く0．005（1匝Ⅰ、30日）   
小麦  

ロ  25％水和剤   
1000倍散布  

（子実）  

1回   

100L／10a  28日  圃場A：0．005（1回、28日）   
みかん   500倍散布   14，21，31日  圃場A：0．04（5回、14日）（＃）   

2  25％水和剤  5回  

（果肉）  500L／10a  14，21，30日  圃場B：0．071（5回、14日）（＃）   

みかん   500倍散布   14，21，31日  圃場A：0．72（5回、14日）（＃）   
2  25％水和剤  5回  

（果皮）  500L／10a  14，21，30日  圃場B：0．80（5回、14日）（＃）   

みかん   500倍散布   圃場A：0．014（5回、7日）（＃）   

（：ジュース）  

2  25％水和剤  5回   
500L／10a  

7日  
圃場B：0．02（5回、7日）（＃）   

圃場A：0，23（5回、14日）（＃）   

2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  4十1回  14，28，42日  圃場B：0．03（5回、14日）（＃）   

みかん   2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  4＋1回  14，28，42日   圃場A：11．05（5回、14日）（＃）   

＋10％乳剤   ＋750倍散布700L／10a  圃場B：1．06（5回、14日）（＃）   

みかん   圃場A：1．73（5回、14日）（＃）   

2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  4十1回  14，28，42日  圃場B：0．27（5回、14日）（＃）   

圃場A：0．20（5回、14日）（＃）   

2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  3十2回  14，28，42日  圃場B：0．04（5回、14日）（＃）   

みかん              （果肉）  25％水和剤  1000倍散布700L／10a   圃場A：5．38（5回、14日）（＃）   
2  

＋10％乳剤   3十2回  14，28，42日  圃場B：1．58（5回、14日）（＃）   
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農作物   試験圃 場数   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ププロフェジン】  

みかん   圃場A：1．42（5回、14日）（＃）   

（果実）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  3＋2回  14，28，42日       ＋10％乳剤  十750倍散布700L／10a  圃場B：0．27（5回、14日）（＃）   

みかん   圃場A：0．01（2回、14日）   

（果肉）  2  25％水和剤  1000借款布700L／10a  1＋1回  14，28，42日       ＋19％乳剤  ＋750倍散布70bL／10a  圃場B；く0．01（2回、14日）   

みかん   圃場A：0．55（2回、14日）   

（果皮）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  1＋1回  14，28，42日       ＋10％乳剤  ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．40（2回、14日）   

みかん   圃場A：0．10（2回、14日）   

（果実）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  1十1回  14，28，42日       ＋10％乳剤  ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．07（2回、14日）   

みかん   圃場A：0．01   

（果肉）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  之吐回  迅，28，42日       ＋10％乳剤  ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．02   

みかん   圃場A：0．42（3回、28日）   

（果皮）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  之吐回  週，28，42日       ＋10％乳剤  ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．62   

みかん   25％水和剤  1000倍散布700L／10a   圃場A：0．06（3回、28日）   

（果実）  

2  

＋10％乳剤   出回  土4，28，42日         ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．13   

みかん   1000倍散布   圃場九：0．02（3回、28日）   

（果肉）  

2  25％水和剤  2，呈回  ．辿，28，42日  
700L／10a  圃瘍B：0．02   

みかん   1000倍散布   圃場A：1．68（2回、14日）   

（果皮）  

2  25％水和剤  2，呈回  土4，28，42日  
700L／10a  圃場B：0．82   

みかん   1000倍散布   圃場A：0．31（2回、14日）   
2  25％水和剤  2，呈回  ユ旦28，42日  

（果実）  700L／10a  圃場B：0．15   

みかん   1000倍散布   土4，28，42日  圃場A：0．081   
2  20％フロアプル  呈回  

（果肉）  700L／10a  土4，30，42日  圃場B：0．052   

みかん   1000倍散布   土も28，42日  圃場A：1．16（3回、28日）   
2  20％フロアブル  呈回  

（果皮）  700L／10a  ⊥辿，30，42日  圃場B：1．56   

みかん   1000倍散布   土も28，42日  圃場A：0．28（3回、28日）   
2  20％フロアブル  呈回  

（果実）  700L／10a  土4，30，42日  圃場B：0．450   

夏みかん   
2  25％水和剤   

1000倍散布   生気60，90日  圃場A：0．010   呈回  
（果肉）  500，600L／10a  旦巨，60，89日  圃場B：〈0．01   

夏みかん   1000倍散布   坐，60，90日  圃場A：0．26   
2  25％水和剤  呈回  

（果皮）  500，600L／10a  坐，60，89日  圃場B：0．23（3回、60日）   

夏みかん   
2  25％水和剤   

1000倍散布   ≦息60，90日  圃場A：0．10   呈回  
（果実）  500，600L／10a  皇巨，60，89日  圃場B：0．08（3回、60日）   

夏みかん   

（果肉）  2  25％水和剤  1000倍散布亭00，600L／10a  出回  坐，60，90日  圃場A：0，010     ＋10％乳剤  ＋750倍散布500L／1oa   皇巨 ，60，89日  圃場B：0．007（3回、89日）   

夏みかん   

（果皮）  2  25％水和剤  1000倍散布500，600L／10a  呈：吐回  ∃互60，90日  圃場A二0．22     ＋10％乳剤  十750倍散布500L／10a   皇塁 ，60，89日  圃場B：0．19（3回、60日）   

夏みかん   2  25％水和剤  1000倍散布500，600L／10a  2土上回  皇亘，60，90日  圃場A：0．09   
（果実）  ＋10％乳剤   十750倍散布500L／10a  迫60，89日  圃場B：0．06（3回、60日）   

夏みかん   1000倍散布   44，56，87日  圃場A：く0．005（3回、44日）   
2  20％フロアプル  呈回  

（果肉）  700L／10a  57，86日  圃場B：く0．005（3回、57日）   

夏みかん   1000倍散布   44，56，87日  圃場Aニ0．12（3回、■44日）   
2  20％フロアプル  呈回  

（果皮）  700L／10a、  57，86日  圃場B：0．11（3回、57日）   

夏みかん   1000倍散布   44，56，87日  圃場A：0．038（3回、44日）   
2  20％フロアプル  旦回  

（果実）  700L／10a  57，86日  圃場B：0．035（3回、57日）   

ゆず  
ロ  25％水和剤   

1000倍散布  

（果実）  500L／10a   
2回   56日  圃場Aニく0．01（2回、56日）   

ゆず  
10％乳剤   

750倍散布  

（果実）   

2回   51日   

450L／10a  圃場A：0．03（2回、51日）   

すだち  
ロ  25％水和剤   

1000倍散布  

（果実）  500L／10a   
3回   42日  圃場A：0．02（3回、42日）（＃）   

すだち   

（果実）  ロ  25％水和剤  1000倍散布500L／10a  2＋1回  42日   圃場A：0．01（3回、42日）（＃）  
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農作物   試験周 場数   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ププロフェジン】  

すだち  
ロ  20％フロアプル   

1000倍散布  

（果実）  

呈回   
700L／10a  56日  圃場A：0．013（3回、56日）   

かぼす  
ロ  20％フロアプル   

1000倍散布  

（果実）  700L／10a   
呈回   65日  圃場A：く0．005（3回、65日）   

だいだい   1000倍   75，89日  圃場A：く0．01（3回、75日）   
2  25％水和剤  三回  

（果実）  500L／10a  56，86日  圃場B：0．18（3回、56日）   

だいだい   

（果実）  2  25％水和剤  1000倍散布500L／10a  之±ユ回  75，89日  圃場A：く0．01（3回、75日）     十10％乳剤ノ  ＋750倍散布500L／10a   56 ，86日  圃場B：0．08（3回、56日）   

レモン  1000倍  
ロ  25％水和剤  呈回  42，56，84日   

（果実）  500L／10a  圃場A：0．48（3回、42日）   

レモン‘   

（果実）  ロ  25％水和剤  1000倍散布500L／10a  呈±ユ回  42，56，84日   ＋750倍散布500L／10a   圃場A：0．28（3回、42日）  

スイートオレンジ  1000倍  
ロ  25％水和剤  呈回  42，56，84日   

（果実）  500L／10a  圃場A：0．62（3回、42日）   

スイートオレンジ   

（果実）  ロ  25％水和剤  1000倍散布500L／10a  出回  42，56，84日   ＋750倍散布500L／10a   圃場A：0．36（3回、42日）  

びわ   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：0．074   
呈回  14，28，42日  

（果実）  400L／10a  圃場B：0．100（2回、28日）   

キウイフルーツ   1000倍散布   圃場A：0．033（2回、21日）   
2  25％水和剤  三回  7，14，21日  

（果肉）  400L／10a  圃場B：0．013（2回、14日）   

キウイフルーツ   1000倍散布   圃場A：41．8（2回、21日）   
2  25％水和剤  呈回  7，14，21日  

（果皮）  400L／10a  圃場B：24．8（2回、21日）   

キウイフルーツ   1000倍散布   も7，28日  圃場A：0．16   
2  20％フロアプル  呈回  

（果肉）  400，500L／10a  土，7，27日  圃場B：0．08（2回、7日）   

キウイフルーツ   
2  25％水和剤   

1000倍散布   土，7，28日  圃場A：0．10   三回  
（果肉）  400，500L／10a  土，7，27日  圃場B：0＿06（2回、7日）   

もも   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：0．076   
呈回  旦と，28日  

（果肉）  138，500L／10a  圃場B：0．074（3回、28日）   

もも   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A‥3．56   
呈回  旦1，28日  

（果皮）  138，500L／10a  圃場B：1．24（3回、28日）   

もも  
ロ  20％水和剤   

1000倍散布  

（果肉）  500L／10a   
呈回   三辻日  圃場A：0．346   

もも  
ロ  20％水和剤   

1000倍散布  

（果皮）  

呈回   
500L／10a  呈土日  圃場A：11．6   

もも   1000倍散布   呈上，28，42日  圃場A：0＿34   
2  20％フロアプル  呈回  

（果肉）  500，300L／10a  呈上，28，41日  圃場B：0．19   

もも   1000倍散布   三辻，28，42日  圃場A：8．09   
2  20％フロアプル  呈回  

（果皮）  500，300L／10a  呈上，28，41日  圃場B：7．40   

なし   2000倍散布   圃場A：0．022（2回、45日）   
2  25％水和剤  

（果実）  400L／10a  呈回  45，60日            圃場B二0．024（2回、45日）   
なし   

2  25％水和剤   
1000倍散布   圃場A：0．168   
400L／10a  呈回  旦旦，45，60日  

（果実）  圃場B：0．156   

なし   1000倍散布   29，43日  圃場A：0．094（2回、29日）   
2  25％水和剤  呈回  

（果実）  400L／10a  迎，44日  圃場B：0．062   

なし   1000倍散布   28，42，56日  圃場A：0．853（2回、28日）   
2  20％フロアプル  

400，625L／10a  
呈回  

（果実）  28，41，56日  圃場B：0．472（2回、28日）   

うめ   1000倍散布   106日  圃場A：く0．005（4回、106日）（＃）   
2  25％水和剤  4回  

（果実）  800．500L／10a  136日  圃場B：く0．005（4回、136日）（＃）   

うめ   1000倍散布   104日  圃場A：〈0．01（4回、104日）（＃）   
2  25％水和剤  4回  

（果実）  500L／10a  132日  圃場B：0．010（4回、132日）（＃）   

うめ   1000倍散布   3，56，84，114日  圃場A：0．082（2回、43日）   
2  20％フロアプル  呈回  

（果実）  400，375L／10a  5，59，88，112日  圃場B：0．132   
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農作物   試験圃 場数   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ププロフェジン】  

りんご   1000倍散布   28，42日  圃場A：0．18（2回、42日）   
2  20％フロアプル  呈回  

（果実）  700L／10a  29，44日  圃場B：0．08（2回、29日）   

かき   1000倍散布   44，60日  圃場A：0．043（2回、44日）   
2  25％水和剤  三回  

（果実）  500L／10a  生ら60日  圃場B：0．184   

すもも   1000倍散布   27，42日  圃場A：0．13（2回、42日）   
2  25％水和剤  2回  

（果実）  400L／10a  28，45日  圃場B：0．061（2回、28日）   

すもも   1000倍散布   圃場A：0．11（2回、42日）   
2   25％水和剤  呈回  28，42日  

（果実）  400L／10a  圃場B：0．06（2回、28日）   

すもも   1000倍散布   36，51日  圃場A：0．046（2回、51日）   
2  20％フロアプル  呈回  

（果実）  400L／10a  迫45日  圃場B：0．056（2回、45日）   

すもも  
ロ  20％フロアプル   

1000倍散布  

（果実）  400L／10a   
之回  42，84日   

圃場A：0．06（2回、42日）   

ネクタリン   1000倍散布   圃場A：0．11（2回、42日）（＃）   
2  20％フロアプル  

（果実）  

2回   
400L／10a  42日            圃場8：0．13（2回、42日）（＃）   

あんず   1000倍散布   圃場A：0．30（1回、45日）   
2  20％フロアプル  旦回  ⊇也45日  

（果実）  200，350L／10a  圃場B：0．19（1回、45日）   

ぶどう  
ロ  25％水和剤   

4000倍散布  
2回  31，60日   

（果実）  300L／10a  圃場Å：く0．005（2回、31日）（＃）   

ぶどう   2000倍散布   圃場A：〈0．005（2回、31日）（＃）   

（果実）  

2  25％水和剤  
300L／10a  2回  31，60日            圃場B：0．010（2回、31日）（＃）   

ぶどう  
ロ  25％水和剤   

1000倍散布  
2回  31，60日   

（果実）  300L／10a  圃場A：0．079（2回、31日）（＃）   

ぶどう   2000倍散布   31，45，61日  圃場A：0．292（2回、31日）（＃）   
2  25％水和剤  2回  

（果実） 400L／10a  30，45，60日  圃場B：0．284（2回、30日）（＃）   

ぶどう   3000倍散布   31，45，61日  圃場A：0．185（2回、31日）（＃）   
2  25％水和剤  2回  

（果実）  400L／10a  30，45，60日  圃場B：0．217（2回、30日）（＃）   

ぶどう   1000倍散布   30，44，58日  圃場A：0．18（2回、31日）（＃）   
2  20％フロアプル  2回  

（果実）  200，300L／10a  30，42，57日  圃場B：0．26（2回、30日）（＃）   

おうとう   1000倍散布   三辿，43日  圃場A：0．50   
2  20％フロアプル  之回  

（果実）  400L／10a  28，42日  圃場B：0．086（2回、28日）   

いちじく   1000倍散布   主4，21，44日  圃場A：0．24   
2  20％フロアプル  呈回  

（果実）  500，440－550L／10a   。迫，21，42日  圃場B：0．24   

くり   1000倍散布   ヱ，14日  圃場A：〈0．005   
2  25％水和剤  三回  

（果実）  350，500L／10a  ヱ，15日  圃場B：く0．005   

きゅうり   500倍散布   圃場A：0．730（3回、1日）（＃）   
2  25％水和剤  3回  1，3，7，14，21日  

（果実）  400，115L／10a  圃場B：仇250（3回、1日）（＃）   

圃場A：0．75  

きゅうり   1000倍散布   圃場B：0．35   

（果実）  4  25％水和剤    呈回  土，3，7日         220－300，300，300，300L／10a  圃場C：0．68  

圃場D：0．36   

きゅうり   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：0．52   

（果実）  

呈回  土，3，7日  
242，250L／10a  圃場B：0．38   

きゅうり   
2  20％フワァプル   

1000倍散布   
3回  1，3，7日 ノ   

圃場A：0．36（3回、1日）（＃）   

（果実）  300L／10a  圃場B：0．45（3回、1日）（＃）   

きゆうり   1000倍散布   圃場A：0．39（3回、1日）（＃）   
2  20％フロアプル  

（果実）  300L／10a  
3回   1日  

圃場B：0．44（3回、1日）（＃）   

トマト   500倍散布   圃場A：1．22（3回、3日）（＃）   
2  25％水和剤  3回  1，3，7，14，21日  

（果実）  400L／10a  圃場B：0．494（3回、1日）（＃）   

トマト   
2  25％水和剤   

1000倖散布   圃場A：0．405   
旦回  ム3，7，14日  

（果実）  400L／10a  圃場B：0．348   

トマト   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：0．282   

（果実）  

呈回  ム3，7日  
300，250L／10a  圃場B：0．732   

トマト   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：0．392   
呈回  ム3，7日  

（果実）  300L／10a  圃場B：0．308（3回、7日）   
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農作物   
試験闘 場数   

試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ププロフェジン】  

圃場A：0．48  

トマト   1000倍散布   圃場B：0．30   

（果実）  4  25％水和剤    墨回  ム3，7日         250－300，300，250，300L／10a  圃場C：0．53（3回、3日）  

圃場D：0．61   

トマト   
2  20％フロアブル   

2000倍散布   圃場A：0．36（3回、1日）（＃）   

（果実）  

3回  1，3，7日  
215－300，300L／10a  圃場B：0．30（3回、1日）（＃）   

トマト   
2  20％フロアプル   

2000倍散布   圃場A：0．51（3回、1日）（＃）   

（果実）  

3回  1，3，7日  
215－300，300L／10a  圃場B：0．38（3回、1日）（＃）   

トマト  
ロ  20％フロアプル   

1000倍散布  

（果実）  300L／10a   
3回   1日   

圃場A：0．52（3回、1日）（＃）   

トマト  
ロ  20％フロアブル   

1000倍散布  

（果実）  300L／10a   
3回   1日   

圃場A：0．457（3回、1日）（＃）   

なす   
2  25％水和剤   

2000倍散布   圃場A：0．227   

（果実）  

呈回  土，3日  
300L／10a  圃場B：0．124   

なす   
2  25％水和剤   

1500倍散布   圃場A二0．362   

（果実）  

墨回  ム3日  
300L／10a  圃場B：0．128   

なす   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：0．436   

（果実）  

呈回  ム3日  
300L／10a  圃場B：0．132   

なす   
2  20％フロアプル   

1000倍散布   圃場A：0．48（3回、1日）（＃）   

（果実）  

3回  1，3，7日  
250，300L／10a  圃場B：0．42（3回、1日）（＃）   

なす   
2  20％フロアプル   

1000倍散布   圃場A：0．26（3回、1日）（＃）   

（果実）  300L／10a  
3回   1日  

圃場B二0．04（3回、1日）（＃）   

ふき   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：0．517   

（葉柄）  

呈回  呈上，42日  
150L／10a  圃場B：1．34   

茶   
2  25％水和剤   

1000倍散布   
三回  土4，21日   

圃場A：9．84   

（製茶）  1000L／10a  圃場B：7．13   

茶   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：0．239   

浸出液）  

呈回  上皇，21日  
1000L／10a  圃場B：0．192   

茶   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：12．4   
三回  上皇21，28日  

（荒茶）  200，1000L／10a  圃場B：9．25   

茶   
2  25％水和剤   

1000倍散布   圃場A：0．36   

浸出液）  

呈回  上も21，28日  
200，1000L／10a  圃場B：0．36   

茶   
2  20％フロアプル   

1000倍散布   開場A：6．90   
呈回  上4，21，28日  

（荒茶）  500，1000L／10a  圃場B：10．8   

茶   
2  20％フロアプル   

1000倍散布   圃場A：0．16   

浸出液）  

三回  上皇，21，28日  
500，1000L／10a  圃場B：0．38   

（削 これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  

なお・・食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書「ププロフェジン」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件にお  
ける残留農薬の最高値及び各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なっ  
ている。  
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（別紙1－2）  

ブプロフェジン海外作物残留試験一覧表  

農作物  試験圃 場数   
試験条件  

使用量・使用方法  回数  経過日数   
最大残留量（ppm）  

オレンジ  
（果実）   

ロ  25％水和剤  0．5kgai／ha散布  3回  28，63，91，105日   
圃場Å：0．03（3回、28日）   

圃場A：0．06  
オレンジ  

（果実）   3  25％水和剤   1kgai／ha散布  上回   ヱ日  圃場B：0．03  

圃場C： 

オレンジ  圃場A：0．06  

（果実）   

2   水和剤   0．26kgai／ha散布  上回   三日  
圃場B：0．07   

オレンジ  
（果実）   水和剤   0．52kgai／ha散布  上回   三日   

圃場A：0．13   

オレンジ  
水和剤   

圃場A：0．26  

（果実）   

2  0．51kgai／ha散布  上回   三日  
圃場B：0．24   

オレンジ  
（果実）   水和剤   1kgai／ba散布  上回   三日   

圃場A：0．43   

呈，5，15，30日  

圃場B：0．655  

圃場C：1．7765  

圃場D：1．3695  

圃場E：1．6785  

圃場F：1．3225  

圃場G：0．393  
量目   

圃場H：0．8565  
オレンジ  17  70％水和剤  21bai／A散布  2回  

（果実）  

圃場Ⅰ：1．239  

圃場J二1．269  

圃場K：1．5815  

圃場L：0．672  

圃場M：1．1075  

圃場N：1．743（2回、5日）  

圃場0：1．296  

呈日   圃場P：1．796  

圃場Q：1．314  

0，2，7，14日  圃場A二0．10（2回、0日）  
きゅうり  

（果実）   

3  25％水和剤  0．25kgai／ha散布  2回  圃場B：0．08（2回、2日）  
2日   

圃場C：0．17（2回、2日）  

圃場A：0．39（4回、7日）（＃）  

圃場B：0．18（4回、7日）（＃）  

圃場C：0．20（4回、10日）（＃）  

圃場D：0．18（4回、10日）（＃）  

圃場E：0．14（4回、7日）（＃）  

カンタロープ   12  40％水和剤  0．381bai／A散布  4回  7，10二14日  
圃場F：0．17（4回、10日）（＃）  

（果実）  圃場G：0．17（4回、7日）（＃）  

圃場H：0．31（4回、10日）（＃）  

圃場Ⅰ：0．35（4回、7日）（＃）  

圃場J：0．17（4回、7日）（＃）  

圃場K：0．15（4回、7日）（＃）  

圃場L：0．18（4回、7日）（＃）   

閲塩入：0．05（4回、7日）（＃）  

圃場B：0．02（4回、7日）（＃）  

圃場C二0．05（4回、7日）（＃）  

圃場D：0．05（4回、7日）（＃）  

圃場E：0．03（4回、7日）（＃）  

サマースカッシュ  圃場F：0．03（4回、7日）（＃）  

（果実）   

12  00％水和剤  0．381bai／A散布  4回  7，10，14日  
圃場G：0．04（4回、7日）（＃）  

市場H：0．03（4回、7日）（＃）  

圃場Ⅰ：0．04（4回、′7日）（＃）  

圃場J：0．03（4回、7日）（＃）  

圃場K：0．02（4回、7日）（＃）  

圃場L：0．10（4回、7日）（＃）   
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試験条件  

乍物  試験圃 場数  使用量・使用方法  回数  経過日数   
最大残留量（pp爪）  

圃場A：0．03（4回、7日）（＃）  

圃場B：0．03（4回、7日）（＃）  

うり  圃場C：0．08（4回、7日）（＃）  

＝実）   

6  40％水和剤  0．381bai／A散布  4回  7，10，14日  
圃場D：0．01（4回、7日）（＃）  

圃場E：0．04（4回、10日）（＃）  

圃場F：0．18（4回、7日）は）   

レタス   ロ  40％水和剤  0．381bai／A散布  4回  7，10．14日   
圃場・A：2．65（4回、7日）（＃）   

レタス   ロ  70％水和剤  0．381bai／A散布  4回  7，10，14日   
圃場A＝2．33（4回、7日）（＃）   

圃場A：0．59，（4回、7日）（＃）  

圃場B二l．99（4回、7日）（＃）  

圃場C：2．02（4回、7日）（＃）  

圃場D：2．24（4回、7日）（＃）  
レタス  

9  40％水和剤  0．381bai／A散布  4回  7，10，14日      圃場E：1．28（4桓】、7日）（＃〉  
妄あり）  

圃場F：0．27（4回、7日）（＃）  

圃場G：4．56（4回、14日）（＃）  

圃場H：1．56（4回、7日）（＃）  

圃場Ⅰ：2．24（4回、7日）（＃）   

圃場A：0．03（4回、7日）（＃）  

囲場B：0．39（4回、7日）（＃〉  

圃場C：0．67（4回、7日）（＃）  

圃場D：1．33（4回、7日）（＃）  

レタス 蔓なし）   9  40％水和剤  0．381bai／A散布  4回  7，10，14日      圃場E：0．17（4回、7日）（＃）  
圃場F：0．03（4回、7日）（＃）  

圃場G：0．29（4回、14日）（＃）  

圃場H：0．05（4回、7日）（＃）  

圃場Ⅰ：0．03（4回、7日）（＃）   

こレタス  ロ  40％水和剤  0．381bai／A散布  3回  7，10，14日   
圃場A：10．16（4回、7日）（＃）   

ミレタス  ロ  70％水和剤  0．381bai／A散布  3回  7，10，14日   
圃場A：10．81（4回、7日）（‡）   

圃場A：3．64（4回、7日）（＃）  

圃場B：11．49（4回、7日）（＃）  

開場C：1．18（4回、7日）（＃）  

ミレタス  7  40％水和剤  0．381bai／A散布  4回  7，10，14日     圃場D：2．74（4回、7日）（＃）  

圃場E：1．62（4回、7日）（＃）  

圃場F：6＿08（4回、7日）（＃）  

圃場G：8．02（4回、14日）（＃）   

ミカド   ロ  70％水和剤  1，61bai／A散布  三回   
呈上日  圃場A：0．20   
21日  圃場A：0．08（3回、21日）（＃）  

さカド   2  70％水和剤  1＿61bai／A散布  3回  
圃場B：〈0．02（3回、23日）（＃）       23日   

モカド   ロ  70％水和剤  1．61bai／A散布  4回   21日  圃場A：0．03（4回、21日）（＃）   
圃場A：0，560  

んご  
と実）   
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圃場F：0．79（2回、13日）  

圃場D：0．007（2回、9日）（＃〉  

プラム  出日  

（果実）   

6  70％水和剤  1．61bai／A散布  2回  
圃場D：0．249  

圃場E：0．493  

13日   
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ヨ  試験周  試験条件  
最大残留量（ppm）  

場数           剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   

圃場A：0．343  

圃場B：0．365  

圃場C：0．050  

圃場D：0．118  
8  70％水和剤  0．51bai／A散布  2回   三日  

圃場E：0．043  

圃場F：0．709  

圃場G：0．452  

圃場H：0．227   

フルー・・・  圃場A：1．05  
2  440g／L水和剤  26．4gai／100L散布  呈回   

L  
土日  

画場B：1．13   

圃場A：0．44  
2  440g／L水和剤  391，335gai／ha散布  三回   呈墨日  

圃場B：0．46   

（＃）これらの作物残留試験は、作物残留試験が実施された国の使用方法の範囲内で試験が行われていないb  
最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  

－3了－   



農薬名  ププロフェジン  （別紙2）  

0．026，0．030．く0．005，  

く0．01，く0．01，0．122．  

0．088，0．070，0，025，  
0．0420．113，0．008，  
0．027，0．022，0．046，  

く0．005，0．005，〈0．005，   

【0．03（＃ト4．56（＃）（n＝20）  

（結球レタス）、1．18（＃ト  

0．392，0．308，0．48，  

0．30，0．53，0．61，  
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（別紙2）  ブプロフェジン   農薬名  

く0．005（＃），く0．005（＃），  
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農薬名  ブプロフェジン  （別紙2）  

棲哺乳類に属する動物の脂肪   

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
（1）これらの作物残留試験は、作物残留試験成績のばらつきを考慮し、最大残留値を基準値策定の根拠とした。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
r作物残留試験」欄に「推：」の記載のあるものは、推定残留量であることを示している。  
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（別紙3）  

ブプロフェジン推定摂取量（単位：〃g／人／／day）  

基準値案 （ 
高齢者  

食品群  
ppm）   数値   民平均 TMDI  国民平均 EDI  幼小児 （1～6歳） TMDI  幼小児 （1～6歳） EDI  妊婦 TMDI  妊婦 EDI   （65歳以上） TMDI  

0．03   92．6  米（玄米）  0．5  
0．03  小麦  0，3                25．0  

13   26 0   レタス    6 2              6  
その他のきく科野菜  3  0 9  トマト  口  0 4  

0 5  ●   19  ピーマン       0 5  
0 3  0. 91 5 7  なす  円  

01   その他のなす科野菜  0 5  ●  0 5              0 2  
16 3  4 9   16 6  きゆうり  何  0 5  
4 7  5 8  かぼちや  0 5  ●  05  

0．5  ●   0 2  01  0．1   0 4  しろフり      0．5  
01   01   01   01   01   O. lii すいか  0 5  ●  05  
01   0 2  O. Oi 0 2  メロン類果実  0 5  0 2  
01   01  01   O. lii まくわフり  0．5  ●  0 5  

12  その他のうり科野菜  0 5  ●  0 5  
■■…’’’’’’’’…■’■…■■■■■’■■……■……－   

O. Oi 0 0  未成熟ぇんどう  0拒   みかん  0 3  0 03            13  12 8  
0. 1 0 0  0   0 0   なっみかんの果実全体  0 3  

2．5  ●   0 8：  0. 5i 0 5   0. 8i 0. 81 0 8  レモン      25  
0. 3i 16   0. 41 0 4  オレンジ  2  0 49  

2．5  ●   3 0   10   10   5 3   5 3   2 0  グレープフルーツ      2．5  
2 5  ●   0. 3i 0 3  0. 3i 0 3  ライム       2 5  

1．0   0．3   0．3   0．3   0．3   1，5  その他のかんきつ類果実  2．5  ●  2．5  
2   13. 2i 72. 4i 13 6   60. Oi 113   712  りんこ    0 4  

日本なし   2   0 2  12   8 8   10   10 6   12   10 2  

11  01   0 4   01   0 4   01   0 4  西洋なし  4 0  
0 4  マ／レメロ  4 0  ●  40  

びわ  4．0  ●  4．0              0．4  
もも   0．2  0．8   0．1  

O. 2i 0 2  ネクタリン  19  ●  19  
0 2  O. 0i O. lii あんず  0 7  すもも  19  ●  19        0 2  2 7  2 7  0 4  

うめ   19  ●  19  2. 7i 3 0  

おっとフ  1．9  0．7            0．1  0．2  ぶどう  口  0 3  
かき  円  0 5            9 7  49 6    バナナ  0・蔓   …q∴買    2．2  ．．蔓∴写  …．写∴P  1・．7  し邑  3．5  
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（参考）  

これまでの経緯   

初回農薬登録  

残留農薬基準告示  

農林水産省より厚生労働省へ基準設定依頼（魚介類）  

厚生労働大臣より食品安全委員会委員長あてに残留基準設定  

に係る食品健康影響評価について要請  

第203回食品安全委員会（要請事項説明）  

第7回農薬専門調査会確認評価第二部会  

第8回農薬専門調査会幹事会  

食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表  

昭和58年12月16日  
平成17年11月29日  
平成19年 8月 2日  

平成19年 8月21日  

平成19年 8月23日  

平成19年 9月10日  
平成20年 3月31日  
平成20年 4月10日  

平成20年 5月15日 第238回食品安全委員会（報告）  

平成20年 5月15日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響  

評価について通知  

平成20年 5月21日 薬事・食品衛生審議会へ諮問  

平成20年 7月11日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

平成20年 7月30日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

平成21年 7月24日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

［委員】   

青木 宙   

生方 公子  

○大野 泰雄   

尾崎 博   

加藤 保博   

斉藤貢一   

佐々木 久美子   

志賀 正和   

豊田 正武   

松田 りえ子  

山内 明子   

山添 康   

吉池 信男  

由田 克士  

鰐渕 英機   

（○：部会長）  

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授  

北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

財団法人残留農薬研究所理事  

星薬科大学薬品分析化学教室准教授  

元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長  

元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長  

実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本部本部長  

東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授  

国立健康・栄養研究所栄養疫学プログラム国民健康・栄養調査  

プロジェクトリーダー  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授  
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答申（案）   

ブプロフェジン  

残留基準値  

食品名  

米   

Dロm  

0．5   
小麦   0．3   
レタス   13   
その他のきく科野菜（注1）   3   

トマト   
ピーマン   0．5   
なす   
その他のなす科野菜（注2）   0．5   
きゆうり  
かぼちや   0．5   
しろうり   0．5   
すいか   0．5   
メロン類果実   0．5   
まくわうり   0．5   
その他のうり科野菜（注3）   0．5   
未成熟えんどう   0．02   
みかん  0．3  
なっみかんの果実全体  0．3   
レモン   2．5   
オレンジ   2   

グレープフルーツ   2．5   
ライム   2．5   
その他のかんきつ類果実（注4）   2．5   
りんご   2   

日本なし   2   

西洋なし   4．0   
マ／レメロ   4．0   
びわ   4．0   
もも   
ネクタリン   1．9   
あんず   0．7   
すもも   1．9   
うめ   1．9   
おうとう   1．9   
ぶどう   
かき   
バナナ  0．2  
キウイー  0．5   
パパイヤ   0．9   
アボカド   0．3   
グアバ   0．3   
マンコー   0．9   
パッションフルーツ   2   

その他の果実（注5）  0．7   
綿実   0．35   
くり   0．02   
アーモンド   0．05   
茶   20   
その他のスパイス（注6）   5   

その他のハープ（注7）   3   

（注1）「その他のきく科野菜」とは、きく科  
野菜のうち、ごぼう、サルシフイー、アー  
ティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆん  
ぎく、レタス及びハープ以外のものをい  

う。   

（注2）「その他のなす科野菜」とは，なす  
科野菜のうち，トマト，ピーマン及びなす  
以外のものをいう。   

（注3）「その他のうり科野菜」とは、うり科  
野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、  
すいか、メロン類果実及びまくわうり以外  
のものをいう。   

（注4）「その他のかんきつ類果実」とは、  
かんきつ類果実のうち、みかん、なっみ  
かん、なっみかんの外果皮、なっみかん  
の果実全体、レモン、オレンジ、グレープ  
フルーツ、ライム及びスパイス以外のもの  

をいう。   

（注5）「その他の果実」とは、果実のうち、  
かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋  
なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あ  
んず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果  
実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパ  
イヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マ  
ンゴー、パッションフルーツ、なっめやし  

及びスパイス以外のものをいう。   

（注6）「その他のスパイス」とは、スパイス  
のうち、西洋わさび、わさびの根茎、にん  
にく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモ  
ンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮  
及びごまの種子以外のものをいう。   

（注7）「その他のハープ」とは、ハープの  
うち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリ  

の菓、セロリの茎及びセロリの菓以外のも  
のをいう。   
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ブプロフェジン（つづき）   

残留基準値  
食品名  

Dl）m   

午の筋肉   0．05   
豚の筋肉   0．05   
その他の陸棲哺乳類に属する動物（注8）の筋肉   0．05   
牛の脂肪   0．1   

豚の脂肪   0．1   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0．1   
牛の肝臓   0．1   

豚の肝臓   0．1   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0．1   
牛の腎臓   0．05   
豚の腎臓   0．05   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0．05   
牛の食用部分   0，1   

豚の食用部分   0．1   
その他の陸棲晴乳類に属する動物の食用部分   0．1   

乳   0．02   

魚介類   0．2   

（注8）「その他の陸棲哺乳類に属する動  

物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のう  
ち、牛及び豚以外のものをいう。   

－45－  




